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はじめに 

 

 

 令和元年（2019年）の台風第19号は、長野県内に初めて大雨特別警報が発表され

るほどの記録的な大雨をもたらしました。本県においては、千曲川流域を中心とし

た河川の氾濫や土砂災害等により、死者、行方不明者、負傷者などの人的被害に加

え、広範囲にわたり、住宅、道路・橋梁・河川等の土木施設、鉄道施設、医療施設

や社会福祉施設、学校教育施設、商業施設や工場等の事業所、農地・農林業用施設

など甚大な被害が発生しました。また、各地での交通ネットワークの寸断により、

通勤、通学のみならず、県外とのアクセスにも支障が生じ、電気・ガス・上下水道

などのライフラインも停止するなど、住民生活や経済活動が深刻な打撃を受けま

した。 

 災害の犠牲となられました方々に対しまして、謹んで哀悼の意を表しますとと

もに、被災された多くの方々に対し心よりお見舞い申し上げます。 

 

 県では、災害発生直後から市町村や警察、消防、自衛隊をはじめ、国や事業者、

各種団体など関係機関の皆様と連携・協力し、何よりもまず人命救助に全力をあげ

るとともに、ライフラインやインフラの迅速な復旧、交通ネットワークの早期復旧

や代替輸送手段の確保など、応急対策に取り組んできました。 

 

 復旧・復興に向け、現在そして今後、県が行う取組を中心に「令和元年台風第19

号災害 復旧・復興方針」としてとりまとめました。これを基に被災された方々が

１日でも早く安心した生活を取り戻せるよう、地域の想いに寄り添いながら、県組

織一丸となって引き続き市町村や関係機関と連携し全力で取り組んでまいります。 

 

 また、県民のみならず、信州・長野県に想いを寄せてくださる多くの方々と力を

合わせ心を一つに、より良い復興を目指してまいります。 

 

なお、復旧・復興に着実に取り組むため、この方針は進捗状況に応じて項目を追

加するなど、順次改訂してまいります。 

 

 

 

令和元年（2019年）10月31日 

 

長野県知事 阿部 守一 
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１ 被災された方々への支援 

 被災された方々が１日でも早く日常生活を取り戻すことができるよう、住まいの確保や生

活資金など生活面での支援、事業継続に向けた各種相談や資金支援など産業面での支援に関

係機関と連携して取り組みます。 

 

(1) 横断的な支援 

  現場の多様なニーズに的確に対応し、迅速かつ効果的な支援を行うため、復旧・復興に

向けた取組の推進や市町村に対する総合的な支援を実施する体制の構築、災害ボランティ

アの活動支援、適時・的確な情報提供等を進めるとともに、被災された方々に災害見舞金

や義援金などを速やかに届けます。 

 

ア 「ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ復興協働会議」を創設し、多様な主体の「参加」と「協力」に

より、速やかな復旧とよりよい復興を目指します。 

項目 取組内容 担当部局 

ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ

復興協働会議 

行政・ＮＰＯ・社会福祉協議会等による情報共有と相互の連携・補完

を進め、現地のニーズに即した被災者・被災地支援を効果的に実行す

るため、「ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ復興協働会議」を創設します。 

 

◯ 取組内容 

 ・現場ニーズの把握と共有 

・ＮＰＯ、ボランティア、支援団体等の活動支援 

 ・県内外に向けた情報発信、支援の呼び掛け 

・中長期的な取組に向けた、支援団体の活動資金の確保 など 

危機管理部 

企画振興部 

営業局 

 
 

イ 「暮らし・生業
なりわい

再建本部」を設置し、市町村や関係機関と連携しながら復旧・復興に

向けて全力で取り組みます。 

項目 取組内容 担当部局 

 

暮らし・生業
なりわい

再建本部 

「令和元年台風第19号災害 復旧・復興方針」に沿った取組を県組織一

丸となって進めるため、「暮らし・生業
なりわい

再建本部」を設置します。 

危機管理部 

企画振興部 

【本方針の位置づけ】 

令和元年台風第19号災害により被災された住民の皆様が、引き続き安心して住み続け

られるよう、市町村や関係機関等と連携して支援を行います。 

この方針により、復旧・復興の道筋を示すとともに、順次予算化等を図り、復旧・   

復興に向けての歩みを確かなものにしていきます。 
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・５つのチームを設置し、部局横断のプロジェクトを推進します。 

チーム名 主な業務 

暮らしの支援チーム 
○総合的な被災者への暮らしの支援に関する

こと 

住宅支援チーム ○被災者への住宅支援に関すること 

産業復興チーム 
○総合的な中小企業の復興支援に関すること 

○各種生業等の復興支援に関すること 

農業復興チーム ○総合的な農業の復興支援に関すること 

「がんばろう信州！」

推進チーム 

○総合的な観光・地域活性化に関すること 

○情報発信に関すること 
 

 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

企画振興部総合政策課 TEL 026-235-7014 

 

 

ウ 長野県災害対策本部に「被災者生活再建支援チーム」を設置し、市町村の取組を総合

的かつ円滑に支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

被災者生活再建 

支援チーム 

○市町村への支援 

災害時における市町村の業務等を支援します。 

 

○支援内容 

住家被害認定調査、り災証明書の発行、避難所の運営、 

要援護者の把握、総合相談窓口の設置、専門家の派遣 

被災された方々の生活再建支援メニューの情報提供  等 

【10月31日付け専決予算 450,587千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

災害対策本部被災者生活再建支援チーム TEL 026-269-0754 

   

 

エ 災害ボランティアを募集するとともに、ボランティアやＮＰＯの活動を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

災害ボランティアの

募集、活動支援など 

県内外に向けボランティアへの参加を呼びかけるとともに、ボランティ

アの活動を支援します。 

また、現地で活動するNPOを支援します。 

 

・長野県社会福祉協議会及び長野県のホームページに特設サイトを設

け、災害ボランティアに関する情報を集約して発信しています。 

県社協：https://nagano.shienp.net 

県：https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/201910volunteer.html 

・県社会福祉協議会、長野市社会福祉協議会、知事による記者会見を実

施し、ボランティアへの参加を呼びかけました（10月31日） 

・ボランティアシールの提示で様々なサービスを受けられる「＃One 

Naganoサポーター店舗」を募集しています。（12月16日現在 139店舗） 

危機管理部 

県民文化部 

健康福祉部 
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・避難所、被災地など現地で支援にあたるNPO等による「NPO支援チーム」

（事務局：長野県NPOセンター）を組織し、現場のニーズなどの情報

を共有する会議の開催や、共通の名札を作成し着用するなど活動しや

すい環境を整えています。 

・県道路公社管理有料道路について、災害ボランティア車両等の通行料

金を全額免除します。 

・県外からのボランティア参加を応援するため、新幹線、高速バスの割

引切符や、割安な航空運賃による特別ツアーが、交通・旅行事業者か

ら提供されています。 

・全県下からの継続的な支援を促すため、これまでの取組を振り返り、

これからの協働をつなげる場として、「ONE NAGANO 災害復興応援会

議」を共催しました。（12月 18 日） 

【問い合わせ先】 

長野県社会福祉協議会 TEL 026-228-4244 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

ボランティアセンタ

ーの運営支援など 
社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターの運営を支援し

ます。 

・長野市北部・南部の災害ボランティアセンターに県職員を派遣しまし

た。 

・県職員ボランティアを募り、ボランティアセンターの運営支援を行っ

ています。（10月19日～） 

危機管理部 

県民文化部 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

長野県社会福祉協議会 TEL 026-228-4244 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

 

 

オ 外国人の方からの相談に応じます。 

項目 取組内容 担当部局 

外国人の方の 

相談対応 
「長野県多文化共生相談センター」では 15 言語に対応した無料の相談

窓口を設置し、電話やセンター窓口において、外国人の方からの災害に

関する相談に応じています。 

○実施内容 

・実施日 第１・３水曜日を除く平日（月～金） 

     第１・３土曜日 

・実施時間 10：00～18：00 

・実施場所（来所相談及び電話相談） 

 長野県多文化共生相談センター 

  （長野市南長野 1485-1 もんぜんぷら座 3F）   

   https://www.naganoken-tabunka-center.jp/ 

 ・相談先 TEL 026-219-3068、080-4454-1899 

○対応言語 

中国語、ポルトガル語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、英

語、インドネシア語、スペイン語、ネパール語、マレー語、ミャンマー

語、フランス語、クメール語、ドイツ語 

県民文化部 

【相談窓口及び問い合わせ先】 

長野県多文化共生相談センターTEL 026-219-3068、080-4454-1899 
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カ 情報発信を充実 

(ｱ) 被災された方々に適時・的確に情報を提供します。 

項目 取組内容 担当部局 

きめ細かな情報発信 各種広報媒体を活用し、被災された方々への支援情報や復旧・復興に係

る情報をきめ細かく発信します。 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

企画振興部広報県民課 TEL 026-235-7054 

県ホームページ 

（災害版）の掲載 
関係情報を優先的に発信するため、県ホームページのトップページを

専用ページに切り替えました。（令和元年10月30日） 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

企画振興部広報県民課 TEL 026-235-7054 

ＳＮＳ（ｿｰｼｬﾙ・ﾈｯﾄﾜ

ｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ）による

被災者支援情報の 

発信 

長野県（上田市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、佐久市、

千曲市、小海町、佐久穂町、坂城町、山ノ内町）及び長野市が提供する

各種被災者支援情報（住居、廃棄物、り災証明など）を、ＬＩＮＥを活

用したチャットボットの自動応答により、24時間対応で発信します。 

企画振興部 

 

【問い合わせ先】 

企画振興部情報政策課、先端技術活用推進課 

TEL 026-235-7071  

こちらのＱＲコードからＬＩＮＥに接続します。 

 

長野市人口増推進課 TEL 026-224-8851 

こちらのＱＲコードからＬＩＮＥに接続します。 

Amazonの 

「ほしい物リスト」 

を利用した支援物資 

の募集 

避難所運営者が、避難所等の被災者ニーズを把握し、国や県・市の支援

対象以外の物資を Amazon のほしい物リストを活用して寄付を募りま

す。 

・須坂市（10 月 30 日～11 月 5 日） 

・長野市（11 月 8 日～12 月 3 日） 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

 企画振興部先端技術活用推進課 TEL 026-235-7146 

移住希望者や 

二地域居住者への 

支援の呼びかけ 

ＳＮＳやメルマガ、ＨＰ等の情報発信ツールや、県内外で開催する各種

イベント・セミナー時を活用し、移住希望者や二地域居住者をはじめ県

内外の人々に復旧・復興支援を呼びかけます。 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

 企画振興部信州暮らし推進課 TEL 026-235-7024 

災害専用 

「ご意見ボックス」 

の設置 

今後の復旧・復興の取組の参考とするため、災害専用の「ご意見ボック

ス」を設置しました。（令和元年10月29日） 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

企画振興部広報県民課 TEL 026-235-7110 
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キ 災害見舞金等の支給、災害義援金等の募集・配分 

(ｱ) 災害見舞金を支給するとともに、市町村による災害弔慰金の支給を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

災害見舞金 

（詳細は別紙１参照） 
災害見舞金を、重傷者に10万円、床上浸水世帯に県・市町村あわせて10

万円支給します。（対象は被災者生活再建支援法、信州被災者生活再建

支援制度の給付に該当しない世帯） 

【10月31日付け専決予算 30,700千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

災害弔慰金  災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が被災者遺族へ支給

する弔慰金の一部を補助します。 

【10月31日付け専決予算 11,250千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

 

(ｲ) 災害義援金を募集し、被災された方々に速やかに届けます。 

項目 取組内容 担当部局 

義援金 ・銀行振込みによる受付のほか各所に窓口を設置し、災害義援金を全

国から募集し、県内被災市町村を通して被災された方々へできる限

り速やかに届けるよう努めます。 

（窓口：県庁・合同庁舎、大阪事務所、名古屋事務所、銀座NAGANOな

ど県関係の施設やイベント会場、日本赤十字社長野県支部、

長野県共同募金会） 

（振込：八十二銀行、ゆうちょ銀行） 

 

・被災市町村に対して、義援金の第１回配分を行いました。（12月13日）

危機管理部 

会計局 

 

【問い合わせ先】 

会計局会計課 TEL 026-235-7351 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

 

(ｳ) 復旧・復興に役立てるため、ふるさと信州寄付金を受け付けます。 

項目 取組内容 担当部局 

ふるさと信州寄付金  
・ふるさと納税ポータルサイトの災害支援ページに、２つの窓口を設置

して寄付金の受付を行っています。                

  「ふるさとチョイス」災害支援 

   https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/711 

  「さとふる」災害支援 

  https://www.satofull.jp/static/oenkifu/201910_typhoon_19.php 

 

・福井県に、長野県のふるさと納税の代行受付を行っていただきまし

た。（11月30日で受付終了） 

福井県代行受付実績：1,893件、41,325,124円 

総務部 

【問い合わせ先】 

総務部税務課 TEL 026-235-7061 
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(2) 生活支援 

  被災された方々の生活の再建が１日も早く進むよう、住まいや生活再建資金の確保を支

援するほか、税の減免など経済的負担の軽減、住宅や農地からの土砂・泥の撤去や災害廃

棄物の処理の推進、避難された方の身体と心のケアなど、被災された方々の思いに寄り添

った支援を行います。 

 

ア 住宅支援 

 当面の住まいを確保するとともに、被災した住宅の再建を支援します。 

 

(ｱ) 当面の住まいを迅速に確保し、提供します。 

項目 取組内容 担当部局 

住宅再建に係る 

総合相談窓口の設置 
修繕方法や融資制度など住まいに関する総合的な相談に応じるため、被

災地において住宅相談会を実施します。 

建設部 

【問い合わせ先】 

建設部建築住宅課 TEL 026-235-7339 

県営住宅、 

県職員宿舎の提供 

当面の入居先として、県営住宅、県職員宿舎を提供します。 

提供戸数：270戸 入居期間：１年 家賃：無料 

  第１回入居受付 10月23日～29日、11月２日から順次入居 

  第２回入居受付 11月７日～13日、11月16日から順次入居 

  随時入居受付  11月19日～当面の間、順次入居 

あわせて、市町村営住宅、市町村教職員住宅の情報を提供します。               

○活用できる方 

全壊、大規模半壊又は半壊により、住宅での居住が当面困難となった

方 

総務部 

建設部 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

 建設部公営住宅室 TEL 026-235-7337 

民間賃貸住宅の 

借上げ 
県・長野市が民間賃貸住宅の空き家を借上げ、提供します。 

○活用できる方 

・住家が全壊するなどし、居住する住家がない方又は半壊であっても住

宅としての利用ができない程度の損傷があり避難の長期化が見込ま

れる方であって、自らの資力では住家を得ることができない方。 

・令和元年台風第19号において、災害救助法が適用された43市町村に住

所を有する方 

○借上げ住宅条件 

世帯人数 家賃 

１～２人 ６万円 

３～４人 ７万円 

５人以上 9.5万円 

【10月31日付け専決予算 144,380千円】 

 

国土交通省ウェブサイトにおいて、長野県の民間賃貸住宅、宿泊施設等

の提供に関する情報（リンク）を掲載しています。 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000069.html 

建設部 

【問い合わせ先】 

 建設部建築住宅課 TEL 026-235-7331 

 お住まいの市町村 

（長野市にあっては長野市役所住宅課 TEL 026-224-5424） 
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応急仮設住宅の建設  必要に応じて、応急仮設住宅を建設し、提供します。 

・長野市４団地115戸建設済 

・第１回入居受付（受付期間 11月16日～22日、12月1日から入居開始） 

・現在は随時入居募集中（12月1日から随時入居） 

【10月31日付け専決予算 934,650千円】 

建設部 

【問い合わせ先】 

 建設部建築住宅課 TEL 026-235-7339 

 

 

(ｲ) 被災した住宅の再建（補修・建替・購入）を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

住宅の応急修理 

（詳細は別紙１参照） 

○制度概要 

住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊し，自ら修理する資力のない世帯

の住宅の居室，台所，トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を、市

町村が依頼した業者が応急的に修理した場合、一定額を国・県が負担し

ます。（災害救助法） 

 

○対象となる修理 

対象者 

り災証明書にて一部損壊(損害割合10％以上20%未満)、半

壊又は大規模半壊の住家被害を受けた方で、応急修理を

行うことによって、避難所等への避難を要しなくなる方 

費用の 

限度額 

市町村支払額の全額を以下の範囲内で県と国が負担しま

す。 

半壊又は大規模半壊の世帯：595,000 円 

一部損壊(損害割合10％以上20%未満)の世帯：300,000円 

手続き 

①市町村へ応急修理を申し込み。 

②市町村が用意したリスト等から、被災者が業者を選定。 

③市町村が業者へ依頼及び支払い。 

 

○注意点 

・全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場

合は個別にご相談ください。 

・被災者の方が直接業者と契約、支払いをしたものは対象外となります。 

・自宅の２階や公営住宅、社宅、親戚宅等にお住まいの方は制度を利用

できますが、応急仮設住宅を利用された方は応急修理制度を利用でき

ません。（制度の柔軟な運用を国に働きかけています。） 

【10月31日付け専決予算 1,749,650千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

障害物の除去 ○制度概要 

半壊又は床上浸水した住家に運ばれた土砂等を、自力では除去できない世

帯に代わり、市町村が依頼した業者等が障害物の除去を行います。 

危機管理部 
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○対象となる修理 

対象者 

半壊又は床上浸水した住宅にお住まいの方で、元の住

家に引き続き住む予定の方(応急仮設住宅入居予定者

は対象外) 

費用の 

限度額 

１世帯当たり 137,900 円以内について、市町村支払額

の全額を県と国が負担します。 

手続き 
①市町村へ除去を申し込み。 

②市町村が業者を手配、工事後代金支払い。 

 

○注意点 

・全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、

対象外となります。 

・被災者の方が直接業者と契約、支払いをしたものは対象外となります。 

・障害物の除去を受けると応急仮設住宅を利用できなくなります。 

 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

災害救助法適用

対象外町村の 

応急修理 

（詳細は別紙１参照） 

災害救助法適用対象外町村の半壊及び一部損壊（損害割合10％以上20%未

満）世帯に対し災害救助法と同等の補助が受けられるよう県と市町村が

1/2ずつ負担し、応急修理を実施します。（半壊：1世帯最大59.5万円、一部

損壊（損害割合10％以上20%未満）：1世帯最大30万円分）  

【10月31日付け専決予算 748千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

災害復興住宅 

融資（建設・購入、

補修） 

（貸付（融資）） 

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で，地方公共団体

から「り災証明書」を交付されている方が，住宅を建設・購入・補修を

する場合に受けられる融資です。 

 

○融資金利（令和元年12月1日現在：金利は毎月改定します） 

【建設・購入の場合】            

 基本融資額年 ０．３６％ 特例加算額年 １．２６％ 

【補修の場合】 

 年 ０．３６％ 

 

○融資限度額  

・建設の場合 

基本融資額(建設資金)1,680万円＋ 

基本融資額(土地取得資金)970万円＋ 

基本融資額(整地資金)450万円＋ 

特例加算額(建設資金)520万円 

 

・購入の場合 

基本融資額(購入資金)2,650万円＋ 

特例加算額(購入資金)520万円 

 

・補修の場合 

基本融資額(補修資金)740万円＋ 

基本融資額(整地資金又は引方移転資金)450万円 

 

（注）その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ 

（http://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html）又は下記の問

い合わせ先にご確認ください。 

 

建設部 
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○活用できる方 

ご自分が居住するため又はり災した親等が住むための住宅を建設、購

入、又は補修される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半

壊」した旨の「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。 

※補修に限り、「一部損壊」の方も対象になります。 

 

【問い合わせ先】 

独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター 

TEL 0120-086-353 

災害復興住宅 

資金への助成 
住宅金融支援機構又は民間金融機関から災害復興住宅資金を借り入れた

方に、利子相当額の一部を助成します。 

 

○融資金利（令和元年 12 月 1 日現在：金利は毎月改定します） 

【建設・購入の場合】            

 基本融資額年 ０．３６％ 特例加算額年 １．２６％ 

【補修の場合】 

 年 ０．３６％ 

 

○補助対象者 

 以下のすべての要件に該当する方 

 ・住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を受けた方（建設・購入の場

合は「半壊」以上に限る） 

 ・住宅金融支援機構または民間金融機関から、被災住宅の再建のための

融資を受けた方 

 ・長野県内において住宅を再建される方 

 

○補助内容 

 住宅金融支援機構等から被災住宅の再建のための融資を受けた場合に、 

その利子相当額の一部を補助します（ただし、住宅金融支援機構の災害

復興住宅融資を受けた場合の利子相当額を上限とする） 

【建設・購入】借入期間を 20 年とした場合の当初の 10 年間 

【 補 修 】借入期間を 10 年とした場合の当初の５年間 

 

○申請期間 

 ・申請開始日 12 月 20 日（金） 

 ・申請期限は以下の①もしくは②のいずれか遅い日まで 

  ①：金銭消費貸借契約締結日（融資実行日）の属する年度の末日 

  ②：金銭消費貸借契約締結日から班問いを経過する日 

 ※補助対象となる融資はＡまたはＢのどちらか 

  Ａ：り災日から２年以内に申込みを行った災害復興住宅融資 

  Ｂ：り災日から２年以内に貸付を受けた民間金融機関の融資 

【11 月補正予算 13,550 千円】 

建設部 

【問い合わせ先】 

 建設部建築住宅課 TEL 026-235-7339 

被災者生活 

再建支援制度 

（詳細は別紙１参照） 

家屋の被災程度に応じて、国の被災者生活再建支援制度による支援金の円

滑な支給を支援します。 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

 危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 
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信州被災者生活 

再建支援制度 

（詳細は別紙１参照） 

自然災害により、住宅に半壊の被害を受けた世帯に対して、下記のとおり

支援金を給付します。（全壊、大規模半壊、解体世帯は国の支援金の支給対

象になります） 

○支給金額 50 万円（単身世帯は 37.5 万円） 

○負担割合 県・市町村２分の１ずつ 

【10月31日付け専決予算 562,500千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

 危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408  

母子父子寡婦福祉

資金の貸付 

（融資） 

災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費の

貸付を行います。 

貸付限度額 
200万円以内 

※通常の限度額150万円に、災害による場合50万円を加算 

貸付利率 年1.0％（連帯保証人が要る場合は無利子） 

転宅のために必要な経費の貸付を行います。 

 

貸付限度額 26 万円以内 

貸付利率 年1.0％（連帯保証人が要る場合は無利子） 

県民文化部 

 

【問い合わせ先】 

保健福祉事務所福祉課 

市福祉事務所 

 

 

(ｳ) 被災した県営住宅（相之島団地）の改修、入居者の住み替え支援を行います。 

項目 取組内容 担当部局 

県営住宅入居者

への支援 

被災した県営住宅相之島団地の入居者が、安心して暮らせるよう復旧を行

います。 

また、被災した入居者の意向を踏まえ、住み替えの支援を行います。 

○県営住宅の復旧 

 ・住戸内に堆積した汚泥の排出を実施（10月16日以降） 

 ・畳、流し台、建具等の設備の交換（11月１日改修工事着手） 

○住み替え支援 

 ・意向確認を実施（10月17日以降） 

 ・移転先住戸（他の県営住宅）の提供（10月25日～11月８日実施） 

建設部 

【問い合わせ先】 

 建設部公営住宅室 TEL 026-235-7340 
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イ 経済的負担の軽減 

 被災された方々を経済面で支援するため、生活の再建に必要な資金の貸付、生活必需

品や家電製品の支給等を行うとともに、県税や水道料金、各種手数料、授業料等の減免

を行います。 

 

(ｱ) 市町村等による災害援護資金等の貸付を支援するとともに、生活福祉資金等の貸付、

生活必需品や家電製品の支給などを行います。 

項目 取組内容 担当部局 

災害援護資金 

 

市町村が貸し付ける災害援護資金の原資を県が補助します。 

○支援の概要 

災害により負傷又は住居，家財の損害を受けた方に対して，災害弔慰

金の支給等に関する法律に基づき，生活の再建に必要な資金を貸し

付けます。貸付限度額等は次のとおりです。 

貸 付 

限度額 

①世帯主に１か月以上の負傷がある場合 

ア 当該負傷のみ 150万円 

イ 家財の３分の１以上の損害 250万円 

ウ 住居の半壊 270万円 

エ 住居の全壊 350万円 

②世帯主に１か月以上の負傷がない場合 

ア 家財の３分の１以上の損害 150万円 

イ 住居の半壊 170万円 

ウ 住居の全壊（エの場合を除く） 250万円 

エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円 

貸 付 
利 率 

市町村が定める率 

 

○活用できる方 

以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。 

１．世帯主が災害により負傷し，その療養に要する期間が概ね１

か月以上 

２．家財の１／３以上の損害 

３．住居の半壊又は全壊・流出 

 

所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。 

 

【10月31日付け専決予算 700,000千円】 

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 

１人 220万円 

２人 430万円 

３人 620万円 

４人 730万円 

５人以上 １人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

お住まいの市町村 
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生活福祉資金制度

による貸付（緊急小

口資金貸付） 

市町村社会福祉協議会を窓口として、被災により当座の生活費を必要と

する世帯に貸付を行います。（令和元年11月５日貸付開始） 

貸付限度額  原則10万円、特例措置20万円以内※ 

貸 付 利 率 無利子 

※次に掲げる特に必要と認められる場合には、20万円以内とする。 

（1）世帯員の中に死亡者がいるとき。 

（2）世帯員に要介護者がいるとき。 

（3）世帯員が４人以上いるとき。 

（4）前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童が 

   いる世帯等で特に県社会福祉協議会会長が認めるとき 

このほか，生活福祉資金には，総合支援資金，福祉資金，教育支援資

金，不動産担保型生活資金があります。詳しくは，長野県社会福祉協

議会またはお住まいの地域の市町村社会福祉協議会にご相談くださ

い。 

 

○活用できる方 

被災により当座の生活費を必要とする世帯。（低所得世帯に限らな

い。） 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

長野県社会福祉協議会（電話026-226-2036（直通）） 

お住まいの市町村の社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 

母子父子寡婦福祉

資金の特別措置 
災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方に、償還金の支払猶予

などの特別措置を行います。 

県民文化部 

【問い合わせ先】 

保健福祉事務所福祉課 

市福祉事務所 

児童扶養手当等の

特別措置 
被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手

当について、所得制限を解除します。 

○対象となる場合 

住宅や家財等の財産にその価格のおおむね１／２以上の損害を受けた場合 

（被災した年の所得によっては、後日返還が必要になることがあります。） 

県民文化部 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 保健福祉事務所福祉課 

 市福祉事務所 

※特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当については、

市町村障がい福祉担当課または児童福祉担当課（市町村によって

窓口が異なります） 

生活保護 収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たない場合、生活保護費を

支給します。 

 

○制度の概要 

・生活に現に困窮している方に，最低限度の生活の保障と自立の助長

を図ることを目的に，困窮の程度に応じて必要な保護を行うもの

です。 

・生活保護の受給にあたっては，各種の社会保障施策による支援，不

動産等の資産，稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。ま

た，扶養義務者による扶養は保護に優先されます。 

・生活保護は，生活扶助，教育扶助，住宅扶助，医療扶助，介護扶助，

出産扶助，生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助

及び介護扶助は，医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし，

それ以外は金銭給付が原則です。 

・保護の基準は，厚生労働大臣が設定します。 

健康福祉部 
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 ○活用できる方 

資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方が対象 

です。 

 

【問い合わせ先】 

お住まいの地域を所管する福祉事務所 

（市では市の福祉事務所、町村では県の福祉事務所） 

被服、寝具その他 

生活必需品の提供 
○活用できる方 

令和元年台風第19号において、災害救助法が適用された43市町村に

お住まいの方で、全壊、大規模半壊、半壊及び床上浸水により被害を

受け、生活必需品等を失い日常生活を営むことが困難な状況にある

世帯。 

○支給可能な品目 

洋服、毛布、布団、歯磨き、石鹸、炊飯器等 

○手続き 

市町村が必要な品目を確認し、被災者の方々へ支給を行います。 

○１世帯当たりの限度額              （単位：円） 

区分 
1人 

世帯 

2人 

世帯 

3人 

世帯 

4人 

世帯 

5人 

世帯 

全壊 31,200  40,400  56,200  65,700  82,700  

半壊/床上浸水 10,000  13,000  18,400  21,900  27,600  

【10月31日付け専決予算 58,460千円】 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

お住まいの市町村 

家電製品の支給 市町村が行う災害救助法による生活必需品支給を補完するものとして、

１の世帯を対象に、２に示す家電製品の中から生活再建に必要な家電製

品を支給します。（申請期限：令和元年12月25日） 

 

１ 対象世帯 

  住家が半壊以上又は床上浸水の判定を受けた住民税非課税世帯又

は生活保護世帯のうち、家電を失い買い換えることが困難な世帯 

 

２ 支援する家電製品（このうち最小限必要な製品を支援） 

○石油ファンヒーター（木造9畳 相当） 

○冷蔵庫（146ℓ、2ドア 相当） 

○洗濯機（5㎏、全自動洗濯機 相当） 

○テレビ（32インチ液晶 ケーブル含む 相当） 

 

 ※１世帯あたり、各品１点までとなります。 

 ※住家の被害要件を満たしても、別に保管した物があったり、寄贈を

受けたりし、必要な品目が得られている場合は支援の対象となりま

せん。 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

お住まいの市町村 
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被災者限定 

カタログのお届け 
イオン(株)と長野県との包括連携協定に基づき、イオン(株)の関係会社

であるイオンリテール(株)の協力により、次の世帯に対して、生活に必

要な家財（家電製品及び生活用品）を被災者限定価格で購入できるカタ

ログ（約90品目掲載）をお届けします。（申請期限：令和元年12月27日） 

 

○対象世帯 

 住家が半壊以上又は床上浸水の判定を受けた世帯 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

お住まいの市町村 

 

(ｲ) 県税（自動車取得税・個人事業税・不動産取得税等）の減免や申告期限の延期、 

徴収の猶予等を行います。 

項目 取組内容 担当部局 

県税の減免 

（詳細は別紙２参照） 
下記の県税について減免します。 

・自動車税(種別割) 

 被災により自動車が使用できなくなったとき など 

・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・自動車取得税 

 使用できなくなった自動車の代替自動車を取得したとき など 

 

・個人事業税 

災害による事業用資産の損害金額が被災者の事業用資産の1/2以上で

ある場合 など 

・不動産取得税 

災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものとして滅失又は損

壊した日から３年以内に不動産を取得したとき など 

 

○申請に必要な書類 

減免申請書、り災証明書ほか 

（税目や被害の状況により、必要書類が異なります。詳しくは下記窓口

へお問い合わせください。） 

総務部 

 

【問い合わせ先】 

総務部税務課 TEL 026-235-7046 

県税の申告等の 

期限の延長・徴収 

猶予 

納税者からの申請に基づき、被災の状況に応じて、県税の申告等の期限の

延長や、徴収を猶予します。 

 

○申請時期 

状況が落ち着いたところで、申請の手続きをお願いします。 

 

○申請に必要な書類 

 期限延長申請書または徴収猶予申請書、り災証明書ほか 

（被害の状況により、必要書類が異なります。詳しくは下記へお問い合

わせください。） 

 

ただし、別紙３に記載のある地域に住所や主たる事務所又は事業所をお

持ちの方で、令和元年10月12日以降に期限が到来するものについては地域

指定により自動的に期限が延長されていますので申請は不要です。 

延長期間については、被災者や災害復旧の状況等も考慮して、後日改め

て告示で定めます。 

総務部 

【問い合わせ先】 

 総務部税務課 TEL 026-235-7046 
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(ｳ)水道料金及び給水装置工事検査手数料を減免します。 

項目 取組内容 担当部局 

水道料金及び給水

装置工事検査手数

料の減免 

県営水道給水区域（長野市・千曲市・上田市の一部、坂城町）に係る避

難先住宅や被災住宅、被災した事業所等の水道料金を減免します。 

また、被災により新しく住宅や事業所を再建する方々の給水装置工事検

査手数料を減免します。 
     
○減免の内容 

水道料金の減免 

１ 避難先住宅に係る減免 

(1) 対象者 

①県営水道給水区域の県営住宅等に避難される方 

②り災証明書（床上浸水以上）の発行を受けて、他人が所有する住

宅（民間アパート等）へ避難される方 

③り災証明書（床上浸水以上）の発行を受けた被災者を受け入れ同

居した方（親戚・知人宅等） 

(2) 減免額及び期間 

  ①上記(1)①の方 全額免除  

＊県営住宅等（県営住宅、市営・町営住宅、県職員宿舎、市職員

住宅、県教職員住宅、賃貸アパート等の借上型応急仮設住宅） 

   ②上記(1)②及び③の方 

    個別住宅の場合 ： 全額免除 

    同居の場合   ： 避難者数×５㎥を減量（１月あたり） 

期間はいずれも入居期間（最大１年間） 

(3) 申請に必要な書類 

  減免申請書、り災証明書（写し可） 

  ＊被災者を受け入れている方は、以下の書類も必要です。 

   誓約書（被災者を受け入れている方が記入）、同居届（被災者が記

入）、退去届（退去時に提出） 
    
２ 被災住宅、被災した事業所等に係る減免 

(1) 対象者 

①住家が浸水等により被害を受け、り災証明書の発行を受けた方 

②事業所等の建物が浸水等により被害を受け、り災証明書等（水没の

事実に係る証明書）の発行を受けた法人又は事業所等 

(2) 減免額及び期間 

  ①上記(1)①の方 

     全壊、大規模半壊、半壊（床上浸水以上）の場合： 

    令和元年10月及び11月使用分の水道料金を全額免除 

   一部損壊（床下浸水）の場合： 

    令和元年10月分使用水量から８㎥を減量し、一部免除 

  ②上記(1)②の方 

   令和元年10月、11月使用分の水道料金を全額免除 

(3) 申請に必要な書類 

   減免申請書、り災証明書（写し可） 

＊法人・事業所等の場合は、水没の事実に係るり災証明書等（写し

可）の提出が必要です。 

 

給水装置工事検査手数料の減免 

(1) 対象者 

   自らが居住又は所有していた住宅及び事業所が被災し、り災証明書

又は水没の事実に係るり災証明書等の発行を受けた者で、自らが居住

又は事業等の用に供する建物を新しく再建する者 

(2) 減免額及び期間 

   １件7,350円を全額免除 

（なお、仮の店舗や事業所等に係る当該手数料については、１回に

限り減免可） 

企業局 
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   令和元年 10 月 12 日～令和３年 10 月 11 日 （２年間） 

(3) 申請に必要な書類 

   減免申請書、り災証明書（写し可） 

＊法人・事業所等の場合は、水没の事実に係るり災証明書等（写し

可）の提出が必要です。 

   ＊給水装置工事の申し込みに併せて提出して下さい。 

 

◯提出方法等 

申請に必要な書類を下記「受付・相談窓口」へ提出してください。（郵

送による提出も可）。 

 減免申請書等は、受付窓口にあるほか、企業局ホームページからも

入手できます。また、長野市の「令和元年台風19号に関する被害に係

る長野市税等減免申請書」を使用することも可能です。 

（企業局ホームページアドレス） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kigyo/kensei/soshiki/soshiki/ke

ncho/kigyokyoku/index.html 

 

◯受付・相談窓口 

（受付時間）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで ＊土日祝日除く 

【長野市（篠ノ井・川中島・更北地区）、千曲市（旧更埴市）にお住まい

の方】 

ヴェオリア・ジェネッツ㈱川中島事務所 

〒381-2231 長野市川中島町四ツ屋 100（川中島水道管理事務所内） 

0120-971-105（フリーダイヤル）、026-286-1815  または、 

川中島水道管理事務所 

＊上記住所と同じです。 026-284-1700 

【上田市、千曲市（旧上山田町・戸倉町）、坂城町にお住まいの方】 

ヴェオリア・ジェネッツ㈱上田事務所 

〒386-0032 上田市諏訪形 613（上田水道管理事務所内） 

0120-971-124（フリーダイヤル）、0268-29-0810  または 

上田水道管理事務所 

＊上記住所と同じです。 0268-22-2110 

 

＊その他、県企業局水道事業課、長野市各支所、千曲市上下水道課、上

田市上下水道局サービス課、坂城町建設課からも減免申請書の提出

が可能です。 

＊給水装置工事検査手数料に関するお問い合わせは、各水道管理事務

所までお願いします。 

 【問い合わせ先】 

企業局水道事業課 TEL 026-235-7381 

 

(ｴ) 県道路公社管理の有料道路について、災害廃棄物輸送車両等の通行料金を減免します。 

項目 取組内容 担当部局 

有料道路通行料金 

の減免 

・五輪大橋の通行料金について、災害廃棄物をアクアパル千曲に搬入す

る場合は全額免除します。 

・県道路公社管理有料道路の通行料金について、災害ボランティア車両

等は全額免除します。 

 

○実施期間 

・災害ごみに関する措置については、令和元年10月23日～令和２年３月

末までを予定 

・災害ボランティアに関する措置については、令和元年10月14日～令和

２年３月末までを予定 

建設部 
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【問い合わせ先】 

建設部道路建設課 TEL 026-235-7304 

 

(ｵ) 生活の再建や事業再開に不可欠な手数料等を減免します。 

  免許証の再交付、証明書の交付、証明書類の記載事項の書き替え、許可などに関する

手数料等のうち、生活の再建や事業再開に不可欠なものについて減免を行います。 

減免に関する手続きが整うまでの間に納付された手数料等は、後日還付します。 

 

（例） 

項目 取組内容 担当部局 

運転免許証再交付等の 

手数料の減免 
運転免許証再交付等の一部の手数料を全額免除するほか、既に納付

された手数料を還付します。 

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

警察本部会計課 TEL 026-233-0110 

飲食店、旅館、理・美容

業等の営業許可手数料

等の減免 

飲食店、旅館、理・美容店等の事業者が、県内で施設を再建し、営

業を再開する場合の許可申請・届出に係る手数料を減免します。 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部食品・生活衛生課 TEL 026-235-7155 

住宅を再建する場合の

建築確認申請手数料等

の減免 

災害により住宅を滅失又は破損し、発災から６か月以内に住宅を建

築、大規模修繕するときの建築確認申請手数料等を減免します。 

建設部 

【問い合わせ先】 

 建設部建築住宅課 TEL 026-235-7335 

  
 減免する手数料等の一覧は、別紙４をご覧ください。 

 

(ｶ) 県立高等学校や福祉大学校等の授業料を減免するとともに、私立高等学校の授業料の 

減免を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

高等学校の 

授業料の減免 
著しく生活が困難な場合などに県立高等学校の授業料を免除するほか、私

立高等学校が授業料を免除した場合に、その要する費用を支援します。 

県民文化部 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

 県民文化部私学振興課 TEL 026-235-7058 

 教育委員会高校教育課 TEL 026-235-7430 

福祉大学校等の 

授業料の減免 
福祉大学校、工科短期大学校、技術専門校、看護大学、公衆衛生専門学校、

須坂看護専門学校、農業大学校、林業大学校について、経済的理由により授

業料を納付することが困難な方、その他やむを得ない事情があると認めら

れる方の授業料を免除します。 

健康福祉部 

産業労働部 

農政部 

林務部 

【問い合わせ先】 

 福祉大学校：健康福祉部地域福祉課 TEL 026-235-7129 

 看護大学、須坂看護専門学校：健康福祉部医療推進課 TEL 026-235-7142 

 公衆衛生専門学校：健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7141 

 工科短期大学校、技術専門校：産業労働部人材育成課 TEL 026-235-7199 

 農業大学校：農政部農業技術課 TEL 026-235-7220 

 林業大学校：林務部信州の木活用課 TEL 026-235-7274 
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(ｷ) 保育料の減免、学用品の無償支給など経済的負担が軽減される場合があるほか、 

運転免許証の有効期間等を延長します。 

項目 取組内容 担当部局 

保育料の減免 被災により保育料の負担が困難な場合に減免が受けられることがあります。 

（減免が受けられる要件は市町村により異なりますので、各市町村の保育担

当課にご確認ください。） 

県民文化部 

【問い合わせ先】 

県民文化部こども・家庭課 TEL 026-235-7098 

学用品の 

無償支給 
被災により学用品を失った児童・生徒に対し、教科書や正規の教材及び文房

具、通学用品等を支給します。 

【10 月 31 日付け専決予算 18,662 千円】 

県民文化部 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

県民文化部私学振興課 TEL 026-235-7058 

教育委員会事務局学びの改革支援課 TEL 026-235-7433 

国民健康保険 

及び後期高齢者

医療制度の保険

料(税)及び 

窓口負担の減免・

支払猶予 

被害を受けた方に対する国民健康保険・後期高齢者医療の保険料（税）・窓

口負担について、保険者（市町村・後期高齢者医療広域連合）が減免する場

合に、要する費用を支援します。 

 

■窓口負担の減免について 

○災害救助法の適用市町村の住民の方で、国民健康保険または後期高齢者

医療に加入している場合、次の①～⑤のいずれかに該当する方は、医療

機関等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担に

ついて支払いが不要となります。 

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方 

   ※り災証明書の提示は必要ありません。窓口で口頭で申告して下さい。 

  ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 

  ③主たる生計維持者の行方が不明である方 

  ④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方 

  ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

 ○期間 令和２年１月末まで 

○保険証を提示しなくても医療機関等を受診出来ます。 

○保険者によって取扱いが異なりますので、ご加入の医療保険者にご確認

下さい。 

 

■保険料（税）の減免について 

 被災された方は保険料（税）の減免・支払猶予措置が講じられる場合があ

りますので、ご加入の医療保険者にご確認下さい。 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部国民健康保険室 TEL 026-235-7090 

障がい者の 

自立支援医療費 

の利用者負担額 

の減免 

（精神通院医療） 

被災により次の①～③に該当する方の，自立支援医療費（精神通院医療）の自己負担額

が免除されることがあります。 

①受診者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の住家（借家、空き家、別

荘又は他人に貸している物件を除く。）が、台風第19号により全半壊、一部損壊、

床上浸水をする被災をした方 

②受診者の属する世帯の生計を主として維持する者が、台風第19号により死亡した

こと、行方不明となったこと、又は心身に重篤な傷病を負ったことによりその者

の収入が著しく減少した方 

③受診者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、台風第19号による事

業の休廃止、事業における著しい損失、又は失業により著しく減少した方 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7109 

 



20 
 

介護保険料及び

介護保険サービ

ス利用料の減免・

支払猶予 

■介護サービス利用料の免除等について 

○災害救助法適用市町村の住民の方で、次の①～⑤に該当する方は、その旨を介護

サービス事業所に申告いただくことで介護保険の利用料について支払猶予・免除

の措置が講じられることがあります。 

①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方 

②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方 

③主たる生計維持者の行方が不明の方 

④主たる生計維持者が業務の廃止、又は休止された方 

⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 

○期間 令和２年１月末まで 

○保険証を提示しなくても介護サービスが受けられます 

○保険者によって取扱が異なりますので，各市町村の介護保険窓口にご確認くださ

い。 

 

■保険料の減免について 

 被災された方は令和元年度の保険料の減免・支払猶予が講じられる場合がありますの

で、各市町村の介護保険窓口にご確認ください 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部介護支援課 TEL 026-235-7111 

児童福祉施設 

（保育所・母子生

活支援施設を除

く）入所者負担金

の減免 

被災により、やむを得ない支出が必要となる等入所者負担金の負担が困難な

場合に減免が受けられる場合があります。 

 

減免の可否については、世帯の負担能力等を勘案し、個々に判断いたします

ので、詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。 

県民文化部 

【問い合わせ先】 

 県民文化部児童相談・養育支援室  TEL 026-235-7099 

権利利益に係る

満了日の延長措

置 

「犯罪被害者等給付金の申請期間」「猟銃等の所持の許可の有効期間」「運転

免許証の有効期間」ほか81の権利利益について、令和元年10月10日以降に権

利利益の存続期間（運転免許証の有効期間等）が満了する場合には、その満

了日を令和２年３月31日まで延長します。 

 

※その他詳細については、長野県警察ホームページ 

（http://www.pref.nagano.lg.jp/police/）又は下記ホームページを参照

するとともに、下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

 災害救助法が適用された市町村 

  http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 
  

措置に関する告示について 

 https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/kokuji/kokkakouan/20191018honbun.pdf 

 

○活用できる方 

 特定非常災害発生日である令和元年10月10日時点で、本件台風に際し災害

救助法が適用された地域に住所を有する方等 

警察本部 

【問い合わせ先】 

警察本部警務課 TEL 026-233-0110 
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「質屋を廃業したときにおける届出」「自動車の保管場所の変更等の届出」

ほか33義務について、法令に基づく届出等の義務が本来の期限までに履行さ

れなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものである場合は、

令和２年１月31日までに履行すれば、当該義務の不履行について行政上及び

刑事上の責任は問われません。 

 

※その他詳細については、長野県警察ホームページ 

（http://www.pref.nagano.lg.jp/police/）又は下記ホームページを参照

するとともに、下記問い合わせ先にご連絡ください。 

 

○活用できる方 

 特定非常災害発生日である令和元年10月10日時点で、本件台風に際し災害

救助法が適用された地域に住所を有する方等  

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

警察本部警務課 TEL 026-233-0110 

 

ウ 災害廃棄物の早期処理に向け、国や関係機関、ボランティア等と連携し、市町村を支援

します。 

項目 取組内容 担当部局 

災害廃棄物の 

早期処理のため

の支援 

災害廃棄物仮置場への職員の派遣や仮置場の用地の提供、広域的な人的物的

支援の調整、災害廃棄物処理費用の補助制度活用に係る助言等、国と連携し

被災市町村の状況に応じた支援を行います。 

・災害廃棄物の広域処理について調整を行い、長野市分は富山県及び三重県

で、千曲市分は三重県及び愛知県で受入れを行っています。 

・県庁にて、被災市町村を対象に災害等廃棄物処理事業費補助金等に係る説

明会を開催しました。（11月６日） 

・市町村が必要と認めた被災家屋の公費解体について、これまでの全壊に加

え半壊についても国が支援する方針を発表しました。（11月７日） 

・「令和元年台風第19号の暴風雨による災害により発生した災害廃棄物処理

の基本方針」を策定し、市町村に通知しました。（11月20日） 

・市町村において円滑な公費解体が進められる実施スキームを整備し、その

旨を通知しました。（12月17日） 

環境部 

【問い合わせ先】 

環境部資源循環推進課 TEL 026-235-7187 

災害廃棄物の 

早期排出 
官民一体となって取り組むことにより円滑な廃棄物処理を進めます。 

・市民、ボランティア、行政、自衛隊の連携による「オペレーション ワン・

ナガノ」実施しました。（10月19日～11月17日） 

・生活圏内の災害ごみについて、年内に撤去できるよう、市町村を支援しま

す。 

環境部 

【問い合わせ先】 

環境部資源循環推進課 TEL 026-235-7187 

災害廃棄物仮置

場の適正管理 
・一部仮置場において、車両誘導や廃棄物積み下ろし等を、協定に基づき長

野県資源循環保全協会が行っています。 

環境部 

【問い合わせ先】 

環境部資源循環推進課 TEL 026-235-7187 
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エ 関係団体等と連携し道路の交通を早急に確保するとともに、ボランティア等と連携し 

宅地内や農地等に堆積した土砂・泥等の撤去を支援します。 

 道路、宅地内、農地等に堆積した大量の土砂を迅速に撤去できるよう、住民・ボラン

ティア、市町村等、関係者間の調整を図り、円滑かつ効率的な作業が行われるよう対応

しています。 

項目 取組内容 担当部局 

土砂の 

効率的な撤去 
宅地内、道路、農地等に堆積した大量の土砂を迅速に撤去できるよう、住

民・ボランティア、市町村等、関係者間の調整を図り、円滑かつ効率的な

作業が行われるよう対応しています。 

環境部 

建設部 

農政部 

【問い合わせ先】 

環境部資源循環推進課 TEL 026-235-7187 

建設部都市・まちづくり課 TEL 026-235-7296 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241      

道路の交通確保 長野県建設業協会による約800人体制での土砂撤去支援など、関係団体と

連携し、道路上に溜まった土砂の撤去等を実施し、交通確保を行いました。 

建設部 

【問い合わせ先】 

建設部道路管理課 TEL 026-235-7302 

市町村への支援 宅地内に堆積した土砂の撤去が迅速に行われるよう、作業に取り組んでい

る市町村に対し国の補助事業の活用方法の説明や助言を行います。 

環境部 

建設部 

 
【問い合わせ先】 

環境部資源循環推進課 TEL 026-235-7187 

建設部都市・まちづくり課 TEL 026-235-7296 

農地における 

土砂の撤去 

営農の継続に向け、農地における市町村が行う土砂・泥等の撤去に伴う災

害復旧事業を支援します。 

 〔事業名〕 

  耕地災害復旧事業（国事業名：農地・農業用施設災害復旧事業） 

   補助率：94～96％（国） 

【11月補正予算 5,710,203千円】 

ＪＡやＮＰＯ等により構成された「信州農業再生復興ボランティアプロジ

ェクト実行委員会」と連携し、農業ボランティアによる樹園地の泥等の撤

去を支援します。 

・令和元年：11月18日～12月14日 （来春再開される予定） 

農政部 

 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241（災害復旧事業） 

農政部農業政策課 TEL 026-235-7213（農業ボランティア） 

 

 

オ 県民生活の安全・安心を確保します。 

(ｱ) 被災地域で安全・安心パトロールを実施します。 

項目 取組内容 担当部局 

安全・安心 

パトロールの実施 
被害を受けた地域において、空き巣等の犯罪抑止を目的とした警戒・警ら

活動を行っています。 

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

警察本部警務課 TEL 026-233-0110 
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(ｲ) 災害に便乗した悪質商法や特殊詐欺等の被害を防止します。 

項目 取組内容 担当部局 

警察官による 

注意喚起 
避難所における警察官による防犯指導のほか、チラシの配布、掲出等によ

り注意喚起を行います。 

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

警察本部警務課 TEL 026-233-0110 

保健師等による 

住民巡回時等の 

注意喚起 

保健師等による住民巡回時や市町村の防災行政無線等による注意喚起を

行います。 

県民文化部 

【問い合わせ先】 

県民文化部くらし安全・消費生活課 TEL 026-235-7151 

消費者トラブル 

に関する相談等 
災害発生後において、点検商法、便乗商法など消費者トラブルが発生する

可能性があることから、最寄りの消費生活センターにおいて不審な勧誘等

の相談を実施します。 

 

○実施内容 

下記相談窓口[消費生活センター]及び消費者ホットライン 

（局番なし１８８）への電話による相談応。 

※相談窓口 

（受付時間：平日 8:30～17:00） 

北信消費生活センター TEL 026-217-0009 

東信消費生活センター  TEL 0268-27-8517 

中信消費生活センター  TEL 0263-40-3660 

南信消費生活センター  TEL 0265-24-8058 

  さらに、被災地の状況に合わせて出張相談を開催 

県民文化部 

【問い合わせ先】 

県民文化部くらし安全・消費生活課 TEL 026-235-7151 

 

 

カ 被災された方の身体と心のケアを行います。 

(ｱ) 被災された方々に対し、身体と心の健康維持を支援するほか、「長野県生活支援・地域

ささえあいセンター」を設置し孤立を防ぎます。 

項目 取組内容 担当部局 

避難所における 

健康相談・健康管

理 

保健福祉事務所の保健師や管理栄養士、災害支援ナース、助産師を避難所

等へ派遣し、健康相談・健康管理を実施します。 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部健康福祉政策課 TEL 026-235-7091 

      健康増進課  TEL 026-235-7112 

     医療推進課  TEL 026-235-7142 

災害派遣福祉 

チームの派遣 
協定に基づき災害派遣福祉チームを避難所等へ派遣し、要配慮者へのアセ

スメント、福祉避難所等への誘導、相談支援等を実施します。 

・災害派遣福祉チーム構成団体：長野県社会福祉協議会（事務局）、福祉等

関連団体（合計17団体） 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

健康福祉部地域福祉課 TEL 026-235-7114 
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健康全般及び 

こころの健康に 

関する相談 

被災された方やそのご家族、また被災された方を支援する方などを対象と

した健康全般及びこころの健康に関する相談を保健福祉事務所、精神保健

福祉センター等において行っています。 

 

ストレス等により心身の不調を訴える被災者の精神保健相談を行うた

め、心のケアの専門家（精神保健福祉士、公認心理師等）を市町村に派

遣します。              【11月補正予算 1,032千円】 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7150、7109 

栄養相談 ・電話による栄養相談を実施します。 

・市町村からの要望により家庭訪問を実施します。 

 

○実施時期 

・電話相談：毎週月～金曜日（祝日を除く）8：30～17：15 

・家庭訪問：随時 

 

○実施場所 

 各保健福祉事務所健康づくり支援課 

 

○実施者 

 各保健福祉事務所の管理栄養士 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

各保健福祉事務所健康づくり支援課 

エコノミークラス

症候群の防止 

・避難所等におけるエコノミークラス症候群の防止のため、巡回活動を行

う保健師等が車中泊者を含む避難者等に対して、軽い運動や水分補給等

を積極的に促す呼びかけを行っています。 

・長野市及び須坂市の避難所において、医療機関の協力を得て、予防検診

を行いました。 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7150 

柔道整復師会 

による無料施術 
災害時応援協定に基づき、柔道整復師会が被災地で無料施術を実施しまし

た。 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部医療推進課 TEL 026-235-7145 

被災者見守り・ 

相談支援 

市町村等による被災者への孤立防止等のための見守り、日常生活上の相談

等への支援を行う「長野県生活支援・地域ささえあいセンター」を設置し

ます。 

・県センター：12月18日設置 

・市町村センター：長野市12月19日設置 

【11月補正予算 5,536千円】 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

健康福祉部地域福祉課 TEL 026-235-7114 

アスベスト 

飛散対策 
迅速なアスベスト飛散防止対策を講じるため、被災した建築物について必

要に応じ建築物の石綿露出状況確認調査等を実施します。また、解体等工

事現場において、アスベスト廃棄物の適切な分別・保管・処理を徹底しま

す。 

環境部 

【問い合わせ先】 

環境部水大気環境課 TEL 026-235-7177 
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人権相談等 

各種相談 
①人権に関する相談を実施します。 

②女性・男性に係る一般相談を受け付けます。 

③ＤＶ等に関する相談を実施します。 

④性暴力被害に関する相談を実施します。 

 

○実施時期(電話相談) 

 ①原則火曜日から日曜日 8：30～17：00 

 ②（女性相談） 

原則火曜日から土曜日 8：30～17：00 

  （男性相談） 

 原則毎週金曜日 17：00～19：00 

③女性相談センター： 

    原則月曜日から金曜日 8：30～17：15、 

男女共同参画センター： 

原則火曜日から土曜日 8：30～17：00 

 ④24時間365日対応 

県民文化部 

 

【相談窓口及び問い合わせ先】】 

①人権啓発センターTEL 026-274-3232 

②男女共同参画センター「あいとぴあ」 

（女性相談）  TEL 0266-22-8822 

（男性相談）  TEL 0266-22-7111 

③女性相談センターTEL 026-235-5710 

 男女共同参画センター「あいとぴあ」 TEL 0266-22-8822 

④性暴力被害者支援センター 

「りんどうハートながの」 TEL 026-235-7123 

被災ペット相談 災害時被災ペットに関する相談を受け付けています。 

 

○支援内容 

（１）被災動物等のための相談窓口の開設 

（２）被災動物の救護等 

（３）飼養場所設置の支援 

（４）被災動物の一時預り 

（５）飼い主不明動物の保護および譲渡   等 

 

○活用できる方 

災害時被災ペットについてお困りの方、支援が必要な方 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

・長野県災害時被災ペット相談支援センター 

 （長野県健康福祉部食品・生活衛生課内） TEL 026-235-7154 

・長野市保健所動物愛護センター TEL 026-262-1212 

 

 (ｲ) 被災した児童・生徒の心のケアを行います。 

項目 取組内容 担当部局 

スクールカウンセ

ラーによる児童・

生徒の心のケア 

スクールカウンセラーが被災した児童・生徒の心のケアを行います。 

【11月補正予算 6,205千円】 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

 教育委員会事務局心の支援課 TEL 026-235-7436 

児童の心のケア 被災した児童への心のケアが必要な場合に、児童相談所児童心理司、子

ども支援センターの相談員による相談等を実施します。 

 

県民文化部 
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 ○実施時期 

 ①児童相談所 

   毎週月～金（祝日を除く）8:30～17:15 

 ②子ども支援センター 

   毎週月～土（祝日を除く）10:00～18:00 

 

【相談窓口及び問い合わせ先】 

①児童相談所 

中央児童相談所 TEL 026-238-8010 

松本児童相談所 TEL 0263-91-3370 

飯田児童相談所 TEL 0265-25-8300 

諏訪児童相談所 TEL 0266-52-0056 

佐久児童相談所 TEL 0267-67-3437 

 

②子ども支援センター 

子ども専用ダイヤル TEL 0800-800-8035 

大人用ダイヤル   TEL 026-225-9330 

 

(ｳ) 避難所等での感染症を予防するとともに、市町村による消毒等を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

インフルエンザ 

予防接種の支援 

避難所の避難者に対して長野市、須坂市、千曲市が実施したインフルエン

ザ予防接種に要した経費を支援します。 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7148 

消毒等への支援 被災市町村が実施する消毒、ねずみ・害虫駆除等に要した経費を支援しま

す。 

健康福祉部 

【問い合わせ先】 

健康福祉部保健・疾病対策課 TEL 026-235-7148 

 

(ｴ) 関係団体と連携しリフレッシュの機会を提供します。 

項目 取組内容 担当部局 

旅館・ホテル等と

連携したリフレッ

シュ機会の提供 

長野県と長野県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき、避難生活

が長期化している被災者に対し宿泊施設を提供します。 

・長野市及び須坂市では、避難者の健康悪化防止のために、ホテル・旅館

を２次避難所として活用し、リフレッシュの機会を提供しました。（10月

17日～12月20日、利用実績：182世帯 461人（12月19日現在）） 

健康福祉部 

観光部 

【問い合わせ先】 

健康福祉部食品・生活衛生課 TEL 026-235-7153 

観光部山岳高原観光課 TEL 026-235-7251 

  

キ 国と連携し、被災された方の就労や事業主による雇用維持を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

ハローワークと 
連携した就労支援 

ハローワークと連携し、被災者からの就職相談に応じるとともに、ハロー
ワークの求人情報をもとに職業紹介を行います。 
 
○対象 台風第19号による災害の被災者及び被災事業所の従業員等 
 
○内容 職業相談、職業紹介 
 
○実施日時 月～金曜日（祝日を除く。）８：30～17：15 
 
○実施場所 下記の４地域振興局商工観光課 

産業労働部 
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【相談窓口及び問い合わせ先】 

佐久地域振興局商工観光課 TEL 0267-63-3157 

上田地域振興局商工観光課 TEL 0268-25-7140 

長野地域振興局商工観光課 TEL 026-234-9527 

北信地域振興局商工観光課 TEL 0269-23-0219 

産業労働部労働雇用課   TEL 026-235-7201 

雇用調整助成金 経済上の理由※１により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的

に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休

業手当、賃金等の一部の助成を行います。 

 

※１ 台風に伴う「経済上の理由」 

風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりません

が、災害に伴う経営環境の悪化については経済上の理由に当たりま

す。 

（例） 

・取引先の浸水被害等により原材料や商品等の取引ができない 

・交通手段の途絶により来客がない、従業員が出勤できない、物品の 

配送ができない 

・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により営業ができない 

・風評被害により観光客が減少した 等 

○対象 

 対象事業所の主な要件は、次のとおりです。 

・雇用保険適用事業所の事業主であること 

・経済上の理由により事業活動の縮小※２を余儀なくされたこと 等 

※２ 事業活動の縮小 

・最近１か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標（生産指標） 

が前年同期に比べて10％以上減少し 

ていること 

○内容 

 助成率 

 中小企業 中小企業以外 

休業手当 ４／５ ２／３ 

上記以外 

（教育訓練時の賃金等） 
２／３ １／２ 

（支給限度日数 １年間で300日） 

 ※台風第19号災害に伴う特例措置により、支給要件の緩和、助成率の引

上げ、支給限度日数の拡大を実施 

○窓口 

 ハローワーク 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

長野労働局職業安定部職業安定課 TEL 026-226-0865 

 

失業給付 事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくさ

れ、労働者に賃金（休業手当を含む）を支払うことができない場合、実際

に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であって

も、労働者は失業給付（雇用保険の基本手当）を受給することができます。 

 

○内容 給付金額：賃金日額の 45～80％ 給付期間：所定の日数 

 

○窓口 ハローワーク 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

長野労働局職業安定部職業安定課 TEL 026-226-0865 
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職業訓練の 

受講支援 
被災を受けた求職者で職業訓練を希望する者に対して、ハローワークと連

携し、民間活用委託訓練等の受講を支援します。 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

産業労働部人材育成課 TEL 026-235-7199 

工科短期大学校 

及び技術専門校 

授業料等の減免 

被災した職業訓練受講者に対して授業料等を減免します。 産業労働部 

【問い合わせ先】 

産業労働部人材育成課 TEL 026-235-7199 

 

 

(3) 産業への支援 

  地域産業の早期再興に向け、生産施設・設備や農地の復旧に向けた助成や融資、経営再

開に向けた相談・技術指導、果樹・稲作農家の営農再開への特別対策など、産業分野ごと

にきめ細かな支援を行います。 

 

ア 商工業・サービス業 

  国の対策パッケージも活用し、施設・設備の復旧費用への助成や運転資金の融資などに

より、早期の事業再開を支援します。 

 項目 取組内容 担当部局 

施設の復旧、販路

開拓、にぎわい創

出等に向けた補助 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

「産業復興支援室」及び「産業復興支援センター」を設置し、以下の補助

金や制度融資等の活用を促進します。 

 

(1) 中小企業等グループ補助金 

被災した中小企業等で構成するグループの復興事業計画に基づき事業

者が行う施設・設備復旧等の費用を補助します。 

・対象者   令和元年台風第 19 号により被害を受けた中小企業者、

中小企業事業協同組合等 

※あらかじめグループを形成して「復興事業計画」を策

定することが必要です。 

・対象経費  施設、設備の復旧費用等（資材・工事費、設備調達や移

転設置費、取り壊し、撤去費、整地、排土費等を含む） 

・補助率   中小企業者等：3/4（国 1/2、県 1/4） 

中堅企業等：1/2（国 1/3、県 1/6） 

・補助上限額 15 億円 

➡中小企業等グループ補助金の事業者負担分に対応するため、経営健全

化支援資金（災害対策）について、設備資金の貸付限度額を別枠で４

億円まで拡充します。 

【11 月補正予算 5,283,187 千円の内数】 

 

 

(2) 小規模事業者持続化補助金 

国において、小規模事業者が商工会等の支援を受けながら経営計画を策

定し、販路開拓などの事業再建に取り組む費用を補助します。 

・対象者   令和元年台風第 19 号により被害を受けた小規模事業者 

       ※商工会等の支援を受けて事業再建に取り組む者 

 ・対象経費  機械装置等費、車両購入費、広報費、展示会等出展費、

旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝

金、専門家旅費、委託費、設備廃棄等費、外注費 

産業労働部 
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 ・補助率   2/3 

 ・補助上限額 200 万円 

 

(3) 地域企業再建支援補助金 

 中小企業者等が販路開拓などの事業再建に取り組む費用を補助しま

す。 

・対象者   令和元年台風第 19 号により被害を受けた中小企業者等 

・対象経費  広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑

役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注

費 

・補助率   2/3（国 4/9、県 2/9） 

・補助限度額 200 万円超・3,000 万円以下 

【11 月補正予算  525,000 千円】 

 

(4)  商店街災害復旧等事業補助金 

被災した商店街の共同施設、アーケード、街路灯等の施設・設備の復旧

費用を補助します。 

・対象者   令和元年台風第 19 号により被害を受けた県内の商店街 

       等組織 

 ・対象経費  アーケード、共同店舗、地域交流施設、街路灯、防犯カ

メラ、路面舗装、駐車場、イベント広場、その他商店街

等の機能を高める施設・設備に係る復旧費 等 

 ・補助率   3/4（国 1/2、県 1/4） 

・補助上限額 なし 

・補助下限額 なし 

【11 月補正予算 20,250 千円】 

 

(5) 商店街によるにぎわい創出事業補助金 

国において、被災した商店街によるにぎわい創出（イベント実施等）に

取り組む費用を補助します。 

・対象者  令和元年台風第 19 号により被害を受けた商店街組織 

・対象経費  謝金、旅費、会議費、店舗等賃借料、無体財産購入費、

設営費、運搬費、備品費、借料・損料、消耗品費、印刷

製本費、広報費、委託費、外注費、補助員人件費 

・補助率   定額 

・補助上限額 100 万円 

・補助下限額 30 万円 

 

 【問い合わせ先】 

(1)、(3)の事業について 

産業復興支援センター（産業労働部 産業復興支援室）TEL 026-235-7325 

(2)の事業について 

中小企業庁小規模企業振興課 TEL 03-3501-2036 

(4)の事業について 

産業労働部 創業・サービス産業振興室 TEL 026-235-7198 

各地域振興局 商工観光課 

(5)の事業について 

関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL 048-600-0317 

中小企業庁商業課 TEL 03-3501-1929 
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事業再開に向けた

運転資金等の融資 

■経営健全化支援資金（災害対策） 

 ・貸付対象者 令和元年台風第19号により被災し、り災証明書等を受け

た方等 

 ・貸付限度額 【設備資金】6,000万円 

中小企業等グループ補助金の事業者自己

負担分については、別枠で４億円 

        【運転資金】8,000万円 

 ・貸付利率  年0.8％（令和元年11月８日～令和３年度末まで） 

 ・貸付期間  【設備資金】10年以内（うち据置２年以内）、土地建物等

15年以内（うち据置２年以内） 

        【運転資金】７年以内（うち据置２年以内） 

 ・信用保証料 県と市町村補助により、0.44％以内 

        災害関連保証等を利用の場合は、自己負担なし 

 

■経営健全化支援資金（特別経営安定対策） 

 ・貸付対象者  

①セーフティネット保証４号（※）に該当する方 

※次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。なお、売上

高等の減少については、市町村長の認定が必要となります。 

ア 災害救助法が適用された指定地域において１年間以上継続し

て事業を行っていること 

イ 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則とし

て最近１か月の売上高等が前年同月に比して20％以上減少して

おり、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期

に比して20％以上減少することが見込まれること 

②経済の変動等に伴い事業活動に著しい支障を生じている方で下記

のいずれかに該当する方 

ア 急激な為替相場の変動の影響又は消費税率引上げに伴う経営

環境の悪化により、最近３か月のうちいずれか１か月の売上高又

は収益性が、その前の月又は前年同月に比べ５％以上減少 

イ 災害の影響を受け、災害発生後２か月のうち１か月の売上高又

は収益性が、その前の月又は前年同月に比べ５％以上減少 

・貸付限度額 【設備資金】6,000万円 

        【運転資金】8,000万円 

 ・貸付利率  年1.6％ 

 ・貸付期間  【設備資金】10年以内（うち据置１年以内） 

        【運転資金】７年以内（うち据置１年以内） 

 ・信用保証料 県と市町村補助により、0.44％以内 

        セーフティネット保証等利用の場合は、自己負担なし 

産業労働部 

 

【問い合わせ先】 

産業労働部産業立地・経営支援課 TEL 026-235-7200 

ＳＳ（サービスス

テーション）の 

機能回復に向けた

支援 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

■石油製品販売業早期復旧支援事業 

国において、被災したＳＳ（サービスステーション）の機能回復に取り

組む費用を補助します。 

・対象者  令和元年台風第 19 号により被害を受けた 

ＳＳ（サービスステーション） 

・対象経費 揮発油販売業者が行う計量機等の補修又は入換工事に 

要する経費、補助事業に直接従事する者の人件費、印刷費、

通信費、調査旅費、業務委託費、臨時雇用費、機器リース

料、消耗品費、普及広報費 

・補助率  3/4 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課 TEL 03-3501-1320 

一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部 TEL 03-5251-0466 
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経営相談 被害を受けた県内事業所を対象に、資金繰り、経営及び雇用に関する相談

を実施します。 

○相談窓口 

産業労働部、各地域振興局、 

よろず支援拠点(長野県中小企業振興センター内) 

産業労働部 

 

【問い合わせ先】 

産業労働部産業立地・経営支援課 TEL 026-235-7200 

     労働雇用課      TEL 026-235-7201 

長野県中小企業振興センター よろず支援拠点 

TEL 026-227-5875(平日)、070-4091-9793(土日祝) 

工業技術総合セン

ターによる技術相

談、手数料等の減

免 

 

被災により生産活動等に支障がある中小企業を対象に、事業の再開や安定

した操業に向け、製品や製造設備等に関する技術相談を実施するととも

に、センターへ試験を依頼する際の手数料等を減免します。 

 

○対象者 

被災地域に事業所を有する中小企業（手数料等の減免には、市町村長が発

行するり災証明書が必要） 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

工業技術総合センター技術連携部門 TEL 026-268-0602 

許可申請・届出等

の手数料の減免 

＜再掲＞ 

１(2)イ(ｵ)に記載のとおり 健康福祉部 

【問い合わせ先】 

 健康福祉部食品・生活衛生課 TEL 026-235-7155 

雇用調整助成金 

＜再掲＞ 

 

１(2)キに記載のとおり 産業労働部 

 
【問い合わせ先】 

 長野労働局職業安定部職業安定課 TEL 026-226-0865 

県産品の売込み支

援  

 

災害により売上げに影響がある県産品について、大都市圏の一般消費者・

業界向けに正しい情報発信と消費喚起を行うとともに、銀座NAGANO・ネッ

ト販売での販売支援のほか、大都市圏での連携協定締結企業等の協力を得

て、マルシェ・物産フェアでの売込みを支援します。 

 

・「無印良品 銀座」青果売場で、台風被害リンゴを販売 

 （令和元年11月10日(日)から１か月程度） 

・Nagano Fair in 赤坂アークヒルズで、台風被害リンゴを販売（令和元

年11月22日（土）～23日（日）） 

・相鉄ローゼン全55店舗で応援リンゴを販売（令和元年11月27日（金）～

12月中旬） 

・東京都庁本庁舎食堂で長野県特産品メニューの提供（令和元年12月16日

（月）～20日（金）） 

営業局 

【問い合わせ先】 

 営業局販売流通促進担当 TEL 026-235-7248 
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イ 農業 

   国の対策パッケージも活用し、農地、施設・設備の復旧や農業機械の取得への助成、果

樹・稲作農家に対する特別対策等により、早期の営農再開を支援します。 

 

 (ｱ) 営農の再開・継続に向けた支援を行います。 

項目 取組内容 担当部局 

農業経営継続のた

めの相談窓口の設

置 

農作物被害等への技術的な対応、制度資金の活用等融資制度、今後の農業

経営などの相談に応じるため、各農業改良普及センター及び県庁農業技術

課に相談窓口を設置しました。 

○相談時間 

 平日の 8時 30 分から 17 時 15 分まで 

（令和元年 10 月 18 日(金)から当面の間） 

農政部 

 

【問い合わせ先】 

佐久農業改良普及センター   TEL 0267-63-3146 

上田農業改良普及センター   TEL 0268-25-7157 

諏訪農業改良普及センター   TEL 0266-57-2932 

上伊那農業改良普及センター  TEL 0265-76-6842 

南信州農業改良普及センター  TEL 0265-53-0436 

木曽農業改良普及センター   TEL 0264-25-2230 

松本農業改良普及センター   TEL 0263-40-1947 

北ｱﾙﾌﾟｽ農業改良普及センター TEL 0261-23-6543 

長野農業改良普及センター   TEL 026-234-9534 

北信農業改良普及センター   TEL 0269-23-0221 

農政部農業技術課       TEL 026-235-7223 

農業用ハウス等の 

撤去、再建・修繕、

農業機械の取得・

修繕 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

被災した農業用ハウスなどの農業用施設の撤去、再建・修繕、農業機械の

取得・修繕にかかる経費に対して補助します。 

〔事業名〕 

経営体育成支援事業（被災農業者向け経営体育成支援事業） 

（国事業名：強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）） 

    補助率： 

・園芸施設共済対象施設 

国 3/10（共済加入者は 5/10 相当）、県 1.5/10 以内、市町

村 1.5/10 以内 

・農業用機械等 

国 5/10、県 2/10 以内、市町村 2/10 以内 

※台風 19 号災害に伴う特別措置により、補助率を引き上げ 

【11 月補正予算 2,405,556 千円】 

農政部 

【問い合わせ先】 

 農政部農村振興課 TEL 026-235-7245 

農業用共同利用 

施設の復旧 
国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

被災した農業用共同利用施設（ライスセンター、果樹選果場等）の復旧に

係る経費に対して補助します。 

〔事業名〕 

①農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

   補助率（経費が 40 万円を超える場合）： 

    激甚災害（告示地域）9/10（国） 

農政部 

産業労働部 
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    激甚災害（その他地域）5/10（国） 

  ※台風 19 号災害に伴う特別措置により、補助率を引き上げ 

  ②強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

   （被災産地施設整備等対策） 

   補助率：国 1/2 

  ③中小企業等グループ補助金 

   補助率：中小企業者等 3/4（国 1/2、県 1/4） 

       中堅企業等  1/2（国 1/3、県 1/6） 

   補助上限額：15 億円 

【11 月補正予算  5,283,187 千円の内数】 
 

 【問い合わせ先】 

（①の事業） 

農政部農業政策課 TEL 026-235-7215 

（②の事業） 

農政部園芸畜産課 TEL 026-235-7227 

（③の事業） 

  産業労働部産業立地・経営支援課 TEL 026-235-7195 

 

果樹園地の 

早期復旧に向けた 

特別対策 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

国において、被害を受けた果樹園地の早期復旧に向け、改植や地域ぐるみ

での薬剤散布等の取組を支援します。 

 〔事業名〕 

持続的生産強化対策事業（果樹産地再生支援対策） 

   補助率： 

    ・改植に係る経費：樹形により定額 17 万～53 万円／10a（国） 

    ・幼木の管理経費：定額 22 万円／10a（国） 

    ・大規模な改植の場合 

      ①大苗育苗：定額 20 万円／10a（国） 

      ②代替農地での営農：定額 52 万円／10a（国） 

      ③省力技術の研修：定額３万円／10a（国） 

    ・改植を要しない場合 

      ①樹体洗浄と樹勢回復等：定額 7.4 万円／10a（国。被害果実

の処理の支援も含む。詳細は国に照会中） 

      ②地域ぐるみでの病害まん延防止：定額２万円／10a（国） 

農政部 

【問い合わせ先】 

農政部園芸畜産課 TEL 026-235-7227 

被災した稲作農家 

への特別対策 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

（１）保管していた倉庫等が浸水し、米を出荷できなかった農家が営農を

再開するために行う取組（土づくり、土壌診断、種苗等資材の準備、

ゴミ・瓦礫の除去等）に要する経費を支援します。 

〔事業名〕 

   被災農家営農再開緊急対策事業 

    事業実施主体：市町村（国庫補助 1/2） 

    単価：70,000 円/10a 

    要件：今後、収入保険や任意共済特約等に加入すること 

（２）大規模な浸水被害を受けた地域において、稲作農業の継続に向けて

行う取組（土づくり、土壌診断、作業委託及び機械レンタル等）に要

する経費を支援します。 

〔事業名〕 

持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策） 

 事業実施主体：市町村、農業協同組合等 

 単価：①土づくり 10,000 円/10a（定額）  

②作業委託、機械レンタル等 補助率 1/2 

    要件：今後、収入保険や任意共済特約等に加入すること 

農政部 
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（３）ほ場等からの稲わら等の撤去に係る経費に対して補助します。 

〔事業名〕 

   持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策） 

    補助率：国 定額（5,000 円／㎥） 

 【問い合わせ先】 

農政部農業技術課 TEL 026-235-7221 

 

代作用種苗、病害

虫防除用農薬等の

購入に係る経費支

援 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

被災した農作物等の代作用種苗、病害虫防除用農薬、農業用施設復旧資材

等の購入に係る経費について支援します。 

 〔事業名〕 

   ①農作物等災害緊急対策事業 

    補助率：市町村により異なります。（1/2 を県が支援） 

   ②持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策） 

    補助率：1/2（国） 

【11 月補正予算 18,273 千円】 

農政部 

【問い合わせ先】 

（①の事業） 

農政部農業政策課 TEL 026-235-7213 

（②の事業） 

農政部園芸畜産課 TEL 026-235-7227 

農業経営再開に向

けた施設の整備、

農機具等の購入に

係る融資 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

①国等において、農業経営のための施設・設備の導入にあたって利用でき

る低利の資金等の活用を支援します。（金利は令和元年 11 月 18 日現在、

毎月改定） 

また、被災によって既往貸付金の償還が困難となった方に対して、状況

に応じて資金の償還猶予を行います。（り災証明等による証明が必要で

す。） 

■農業近代化資金（災害関連資金） 

・貸付対象者  認定農業者、主業農業者等 

・貸付限度額  個人 1,800 万円、法人２億円 

・融資率    認定農業者等 100％、その他 80％ 

・貸付利率   0.09％（貸付当初５年間無利子） 

・保障料率   貸付当初５年間免除（国 10/10） 

・償還期限   15 年以内（うち据置期間７年以内） 

 

（日本政策金融公庫） 

■農林漁業セーフティネット資金（災害関連資金） 

・貸付対象者  認定農業者、主業農業者等 

・貸付限度額  1,200 万円または年間経営費の 12/12 

・貸付利率   0.09％（貸付当初５年間無利子） 

・償還期限   10 年以内（うち据置期間３年以内） 

※台風 19 号災害に伴う特別措置により、補助率を引き上げ 

■農林漁業施設資金（災害関連資金） 

・貸付対象者  農業者 

・貸付限度額  負担額の 100％または１施設あたり 1,200 万円 

・貸付利率   0.09％（貸付当初５年間無利子） 

・償還期限   15 年以内（うち据置期間３年以内） 

 

 

②市町村、金融機関と協調して無利子の災害資金の活用を支援します。 

■農作物等災害経営支援利子助成事業 

・貸付対象者  台風 19 号により被害を受けた農業者 

・貸付限度額  融資機関が定める額（最大 500 万円） 

農政部 
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・金利     無利子 

・償還期限   ７年以内（うち据置期間１年間以内） 

・県利子助成率 市町村が融資機関へ支払う利子補給額の 1/2 以内（上

限 0.3％） 

【11 月補正予算 19 千円（債務負担行為 9,632 千円）】 

※詳細については、下記問い合わせ先にご連絡ください。 

【問い合わせ先】 

農政部農村振興課 TEL 026-235-7242 

各農業改良普及センター 

農産物の積極的な 

消費ＰＲ 
本県農産物の風評被害を防ぐため、消費者等に正確な情報を発信するとと

もに、JA グループと連携し、がんばろう信州キャンペーン（仮称）を展開

し、イベント等において積極的な消費 PR を行います。 

 

・長野駅コンコース等にフラッグを掲出し、リンゴ等の県産果実の消費喚

起をＰＲ（令和元年 11月 15 日(金)～12 月 9 日(月)） 

営業局 

農政部 

 

【問い合わせ先】 

営業局販売流通促進担当 TEL 026-235-7248 

農政部農産物マーケティング室 TEL 026-235-7217 

 

(ｲ) 農地・農業用施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

農地等の被害状況
調査の支援 農地、水路、取水施設、排水機場、農道等の被害状況調査を支援します。 

農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

災害査定等の 
技術的支援 災害査定、設計・積算、河川法等の協議、復旧工法の検討等において技術

的支援を行います。 

農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

国の制度を活用 
した復旧支援 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 
     
農地・農業用施設の復旧を支援します。 

〔事業名〕 
①耕地災害復旧事業 
（国事業名：農地・農業用施設災害復旧事業） 
補助率：（農地に堆積した土砂の排土や崩落等の復旧） 

94～96％（国） 
（農業用施設の復旧） 

96～98％（国） 
※台風 19 号災害に伴う特別措置により、補助率を引き上げ 

【補助災害復旧事業費 11 月補正予算 5,710,203 千円】（再掲） 
          

②多面的機能支払交付金 
補助率：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 

③農業用水路等長寿命化・防災減災事業 
補助率：国 50％、県 14％ ※中山間地域の場合、国 55％ 

④農地等耕作条件改善事業 
補助率：国定額 または 50(55)％、県 14％ 

農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 
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ウ 林業 

   国の対策パッケージも活用し、施設・設備や林業機械の復旧への助成、運転資金の融資、

林道の復旧への支援等により、早期の事業再開を支援します。 

 

(ｱ) 林業経営の継続に向けた支援を行います。 

項目 取組内容 担当部局 

林業・木材産業 

施設の復旧支援 
国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

林業・木材産業関係施設の復旧などに係る経費に対して補助します。 

 

①林業・木材産業成長産業化促進対策交付金  

○補助内容  

被害を受けた特用林産施設、木材加工流通施設、被害を受けた地域にお

ける林業・木材産業の再建に必要な機械施設の復旧・整備及び被害を受

けた施設の撤去等の費用を支援 

○補助率 １／２以内 

【11月補正予算 1,298,252千円】 

 

②中小企業等グループ補助金 

○補助率：中小企業者等 3/4（国 1/2、県 1/4） 

     中堅企業等  1/2（国 1/3、県 1/6） 

○補助上限額：15億円 

【11月補正予算 5,283,187千円の内数】 

林務部 

産業労働部 

【問い合わせ先】 

林務部信州の木活用課 TEL 026-235-7274 

※木材産業に係る問い合わせは県産材利用推進室 TEL 026-235-7266 

 

②の事業 

 産業労働部産業立地・経営支援課 TEL 026-235-7195 

施設の復旧や運転

資金の融資 
国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

国等において、林業・木材産業経営のための施設・設備の復旧や運転資金

に利用できる融資の活用を支援します。 

 

（主な融資制度） 

■林業・木材産業改善資金 

 ・貸付限度額：【林業】個人1,500万円、法人3,000万円 等 

        【木材産業】1億円 

 ・貸付利率：無利子 

（日本政策金融公庫） 

■農林漁業セーフティネット資金 

 ・貸付限度額：1,200万円又は年間経営費の12分の12 

 ・貸付金利：0.09％（貸付当初10年間実質無利子化措置あり） 

■農林漁業施設資金（災害復旧施設） 

 ・貸付限度額：負担額の100％又は１施設1,200万円 

 ・貸付金利：0.09％（貸付当初10年間実質無利子化措置あり） 

※日本政策金融公庫の貸付金利は令和元年11月18日現在、毎月改定 

林務部 

 

【問い合わせ先】 

林務部信州の木活用課 TEL 026-235-7274 

各地域振興局 林務課 
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(ｲ) 林道の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

林道施設の 

復旧支援 

公共林道施設の復旧に対して補助します。 

○対象者 市町村、森林組合等 

○補助内容  公共林道施設の災害復旧費用（４０万円以上）への支援 

○補 助 率 
  奥地：６５／１００、その他：５０／１００ 

 激甚災害の指定による引き上げあり 

【補助災害復旧事業費 11 月補正予算 1,447,919 千円】 

林務部 

【問い合わせ先】 

林務部信州の木活用課林道係 TEL 026-235-7268 

各地域振興局 林務課 

 

 

(4) 「がんばろう信州！」の推進 

  地域鉄道の被災等の影響で落ち込んだ観光需要の喚起に向け、旅行・宿泊料金の割引

やプロモーションの展開、交通事業者やメディア等と連携した観光・物産情報の発信を

行うほか、「ONE NAGANO」の合言葉の下、復興支援の輪を県内外に広げることで、観光や

地域の活力の向上を支援します。 

 

ア 観光 

  国の対策パッケージを活用した「長野県ふっこう割」（旅行・宿泊料金の割引）や集中

的なプロモーション等による需要喚起、応援ツアーによる誘客促進、効果的な情報発信

などを進めます。 

項目 取組内容 担当部局 

需要喚起に向け

た、旅行・宿泊料金

の割引、地域と連

携した集中的なプ

ロモーションの展

開、交通事業者・メ

ディア等と連携し

た情報発信等 

国の対策パッケージを活用して支援を進めます。 

 

県内の観光需要を早期に回復するため、旅行・宿泊料金を割り引く「長野

県ふっこう割」や、地域や事業者等と連携した情報発信等を実施する『が

んばろう信州！観光キャンペーン』を実施します。 

 

(1) 「令和元年長野県ふっこう割」 

国内外の旅行者を対象とした旅行・宿泊商品に対する支援（割引）を実

施します。 

○対象地域    県内全域（ただし、被災した地域が手厚くなるように

設定） 

○割引対象期間 令和元年12月17日から令和2年3月中旬まで（予定） 

※旅行会社等により対象期間は異なります。また、期

間内であっても、利用額が予算額に達した時点で

販売終了となります。 
    
(2) 地域と連携したプロモーション等の実施 

・県観光機構が舵取り役となり、市町村観光協会や地域DMO、観光関係団体

等と観光需要喚起のためのプロモーション等を協働で実施します。 
    
(3) 交通事業者、メディア等と連携した情報発信・誘客促進 

・交通事業者と連携してプロモーション動画を制作し、テレビCMやデジタ

ルサイネージで放映します。 

・沖縄県や東京都、大阪府、富山県と連携した観光プロモーションを実施

します。          【11月21日付け専決予算 472,274千円】 

観光部 

営業局 
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【問い合わせ先】 

観光部観光誘客課  TEL 026-235-7254 

営業局メディア・ブランド発信担当 TEL 026-235-7249 

信州まつもと空港

発着路線を利用し

た応援ツアーの 

造成 

航空会社の協力により、信州まつもと空港発着路線（福岡線、札幌線、神

戸線）を利用した応援ツアーの造成を旅行会社に促し、県外からの誘客に

取り組みます。 

・信州まつもと空港発着路線を利用した応援ツアー（往復航空券と宿泊が

セットになったツアー）を販売しました。 

 発売開始 11月14日（木） 

 ツアー設定期間 11月17日（日）～12月17日（火） 

 旅行日数 1泊2日～3泊4日 

・12月17日から「令和元年長野県ふっこう割」を活用したツアーの販売を

開始しました。 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

企画振興部松本空港利活用・国際化推進室 TEL 026-235-7019 

 

 

イ 「ONE NAGANO」の発信等 

  被災地の情報を県内外に継続的に発信し、「ONE NAGANO」の合言葉の下、復興支援の輪

を県内外に広げます。 

項目 取組内容 担当部局 

心を一つにするため

のアイコン 

「ONE NAGANO」の発信 

被災地の支援現場で生まれた「ONE NAGANO」という合言葉をもとに、統

一的なキャッチフレーズとアイコンを策定し、さまざまな災害復興・被

災地支援活動の旗印として、復興への意欲と県内外での連帯感を高め、

取組の輪を広げていきます。 

 

○取組内容 

・ロゴマークの作成・発信・活用 

・ロゴデータの提供（Web上など） 

・県、県市長会、県町村会、県災害時支援ネットワーク、県社会福祉

協議会が共同で”ONE NAGANO”を合言葉の下、県内外に向け、復興

への参加と協力を呼びかけ（令和元年11月25日（月）、5者による共

同記者会見） 

企画振興部 

営業局 

【問い合わせ先】 

営業局メディア・ブランド発信担当 TEL 026-235-7249 

県内外に向けた 

情報発信 

 

復興に向けた取組の輪を広げるため、各種メディアを活用し、全国に向

け情報を発信します。 

・ラジオ番組「峰竜太とみんなの信州」での呼びかけ 

文化放送 毎週土曜日 

信越放送 毎週日曜日 

東海ラジオ 毎週月曜日 

・在京のメディアと連携し、テレビ、ラジオ、雑誌等、様々な媒体にお

いて、継続的に、ボランティアや義援金・支援金への協力を呼びかけ 

営業局 

【問い合わせ先】 

営業局メディア・ブランド発信担当 TEL 026-235-7249 

県内に向け、復興への参加と協力を呼びかけます。 

・県ホームページによる情報発信 

・ラジオ番組「しあわせ信州ナビゲーション」での呼びかけ 

  ＦＭ長野 毎週金曜日（12 月 13 日放送済み） 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

 企画振興部広報県民課 TEL 026-235-7054 
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２ 地域の復旧・再生に向けた取組 

上下水道などのライフラインや、道路・河川、鉄道、農業用施設などのインフラなど、生活

の再建や事業の継続・再開のために不可欠な施設の早期復旧に向け、関係機関と連携して取

り組みます。 

 

（1） ライフラインの復旧 

 ア 水道施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

水道施設の 

本復旧に向けた 

支援 

・長野県水道協議会（県企業局含む）と連携して、断水の発生した立科町

に３台、佐久穂町に１台、川上村に２台の給水車を派遣しました（10月

12日～16日）。 

・水道施設の本復旧の早期実現に向け、技術面や国の補助金の活用につい

て引き続き助言します。 

・簡易給水施設の本復旧に係る経費の一部を補助します。 

【11月補正予算 1,243千円】 

環境部 

企業局 

 

【問い合わせ先】 

環境部水大気環境課 TEL 026-235-7168 

 

 

イ 千曲川流域下水道下流処理区最終処理場を早期に復旧するとともに、市町村の生活排

水処理施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

千曲川流域下水道

下流処理区終末処

理場（クリーンピ

ア千曲）の早期復

旧 

浸水した千曲川流域下水道下流処理区終末処理場（クリーンピア千曲）に

ついて、国や関係市町村、日本下水道事業団と協力して、水処理機能の早

期回復に努め、被害を受けた設備の本格復旧を目指します。 

・塩素消毒による応急処理を実施しました。（10月15日） 

・仮設ポンプの稼働により沈殿・消毒過程を経ることで、水処理機能の向

上を図りました。（10月24日開始） 

・５つある水処理系列のうち、２つの系列において沈澱、消毒に加え簡易

的な生物処理の実施を開始しました。 

（11月29日１系列目稼働開始、12月16日２系列目稼働開始） 

・工事設計に着手するなど、施設の早期本格復旧を図ります。 

【11月11日付け専決予算 904,224千円（債務負担行為   670,000千円）】 

【11月補正予算 9,603,000千円（債務負担行為14,368,000千円）】 

（上記予算には、上流処理区終末処理場（アクアパル千曲）分として、

専決予算に59,812千円、補正予算に319,000千円が含まれています。） 

 

また、対象地域の皆様に下水道への排水量の削減につながるための節水

と、環境負荷の小さい下水利用の協力を呼びかけます。 

環境部 

 

【問い合わせ先】 

環境部生活排水課 TEL 026-235-7320 

市町村の処理施設

への復旧支援 
被害を受けた市町村の処理施設について、日本下水道事業団等と連携し技

術的な援助を行うなど早期復旧を支援します。 

環境部 

 

【問い合わせ先】 

環境部生活排水課 TEL 026-235-7299 
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 (2) インフラの復旧 

ア 県管理道路を早期に復旧するとともに、市町村管理道路の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

県管理道路の応急

措置及び早期復旧

に向けた取り組み 

 

・県建設業協会による約800人体制での支援など、関係団体と連携しなが
ら、冠水による道路上に溜まった土砂の撤去等を実施し交通確保を行い
ました。 

・被災直後から緊急調査・点検を実施し、道路が寸断して孤立集落が発生
しているなど、緊急的に交通確保が必要な箇所について、応急工事を実
施しています。 

・復旧工事のための必要な調査・設計を行うとともに、一部先行着手し、
速やかに工事を推進します。 

・円滑かつ迅速な復旧が必要な国道361号 権兵衛２号橋について、11月
１日から権限代行により国が災害復旧工事を行っています。（12月19日
に全面通行止めを解除して片側交互通行に移行しました。） 

 

○ 箇所等 

・国道361号 権兵衛２号橋 

・国道141号ほか県管理道路 

【10月31日付け専決予算 2,472,418千円】 

【補助災害復旧事業費：11月補正予算 5,325,442千円  

（債務負担行為 2,173,650千円）】 

【県単災害復旧事業費・県単独公共事業費：11月補正予算 1,663,232千円】 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

建設部道路管理課 TEL 026-235-7301 

建設部道路建設課 TEL 026-235-7304 

市町村管理道路の

応急措置及び 

早期復旧に向けた

取り組み 

・市町村管理の被災した橋梁について、専門家（TEC-FORCE（緊急災害対策

派遣隊（国土交通省））、国土技術政策総合研究所）への派遣要請を行い、

現地調査の実施と復旧計画立案に向けた支援を実施しました。 

・しなの鉄道に近接し、技術的に難しく迅速な対応が必要な東御市道 海

野宿橋について、11月1日から権限代行により国が工事を行っています。 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

建設部道路管理課 TEL 026-235-7301 

建設部道路建設課 TEL 026-235-7304 

 

イ 県管理河川施設を早期に復旧します。 

項目 取組内容 担当部局 

河川施設の災害復

旧工事の実施 

（初期対応） 

・緊急対応として、氾濫、越水箇所の排水や、護岸の応急工事を行いまし

た。 

・今後の降雨に備え、浸水の 

恐れがある地域に排水ポンプ車を配備しているほか、河川内の堆積土砂の

除去を行っています。 

・県及び市町村の被災箇所について、専門家派遣要請、現地調査の実施、

復旧計画立案支援等を行います。 

・被災した直轄河川の早期復旧と抜本的な対策を国に求めていきます。（緊

急復旧工事により、長野市穂保地区の仮堤防が10月17日、鋼矢板仮締切

堤防が10月30日に完成しました。） 

 

（本復旧） 

・被災した県管理河川施設の早期復旧を図ります。 

・大規模な被災箇所は、権限代行により国が工事を行います。 

・次期出水等により被災箇所の背後地に甚大な被害を与える恐れが大き

い等、緊急に施工が必要な箇所は、国の災害査定を待たずに着手してい

ます。 

建設部 
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・市町村等における被災施設の速やかな復旧のため、河川法許可手続き等

について、弾力的な運用により迅速かつ柔軟に対応します。 

【10月31日付け専決予算   4,744,555千円】 

【水防管理費：11月補正予算     31,246千円】 

【補助災害復旧事業費・補助公共事業費：11月補正予算 26,112,603千円  

  （債務負担行為  11,582,249千円）】 

【県単災害復旧事業費・県単独公共事業費：11月補正予算  1,709,497千円】 

【問い合わせ先】 

建設部河川課 TEL 026-235-7311 

 

 

ウ 土砂災害対策を早期に実施します。 

項目 取組内容 担当部局 

土石流対策の 

早期実施 
・土石流等により、災害が発生した箇所のうち、人家等に影響がある箇所

の応急工事を先行して行っています。 

・また、再度災害を防止するための対策工事を早期に実施します。 

【10月31日付け専決予算   761,187千円】 

【補助災害復旧事業費・補助公共事業費：11月補正予算  5,264,527千円  

（債務負担行為  556,950千円）】 

【県単災害復旧事業費・県単独公共事業費：11月補正予算   975,064千円】 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

 建設部砂防課 TEL 026-235-7317 

急傾斜地崩壊危険

区域のがけ崩れ対

策の早期実施 

・がけ崩れが発生した箇所のうち、人家等に影響がある箇所の応急工事を

先行して行っています。 

・また、再度災害を防止するための対策工事を早期に実施します。 

【10月31日付け専決予算  30,000千円】 

【補助公共事業費：11月補正予算  500,000千円】 

【県単独公共事業費：11月補正予算   10,000千円】 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

 建設部砂防課 TEL 026-235-7317 

地すべり対策の 

早期実施 
・地すべりが発生した箇所のうち、人家等に影響がある箇所の応急工事を

行っています。 

・また、人命・財産を守るために必要な箇所の地すべり防止工事等を早期

に実施します。 

【県単独公共事業費：11月補正予算  127,778千円】 

農政部 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

建設部砂防課 TEL 026-235-7317 

 

エ 市町村の公共土木施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

市町村の公共土木

施設災害復旧工事

への支援 

・災害復旧事業等により、被災市町村の土木施設の早期復旧を支援します。 

・市町村に対し、復旧方法等に関する技術的助言などを行っています。 

建設部 

 

【問い合わせ先】 

 建設部道路管理課 TEL 026-235-7301 

 建設部河川課 TEL 026-235-7311 

建設部都市・まちづくり課 TEL 026-235-7296 
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オ 被災した地域鉄道の応急対応及び復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

応急対応・復旧等

への支援 
（応急対応） 

しなの鉄道の不通区間について、ＪＲの協力のもと新幹線とバスを活用し

た代替輸送を支援しました。 

【運転再開】 

 10月25日 北陸新幹線（東京～金沢間） 

 11月１日 県内ＪＲ全線 

 11月15日 しなの鉄道全線 

 

（復旧等への支援） 

被害を受けた地域鉄道の復旧や応急対応について、事業者（しなの鉄道㈱、

上田電鉄㈱）とともに国に制度面・財政面の支援を要請した結果、国の令

和元年度一般会計補正予算案に 

・被災した鉄道復旧に対する支援 

・代行バスの運行経費に対する支援 

が盛り込まれました。（12月13日閣議決定） 

県も関係自治体とともに必要な支援を行います。 

 

北陸新幹線や在来線のダイヤも含めた早期完全復旧と再度災害防止につ

いて、国、ＪＲに要請しています。 

企画振興部 

 

【問い合わせ先】 

 企画振興部交通政策課 TEL 026-235-7027 

 

カ 農道・農業用水路等の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

農地等の被害状況
調査の支援 
＜再掲＞ 

１(3)イ(ｲ)に記載のとおり 農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

災害査定等の 
技術的支援 
＜再掲＞ 

１(3)イ(ｲ)に記載のとおり 
農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

国の制度を活用し
た復旧支援 
＜再掲＞ 

１(3)イ(ｲ)に記載のとおり 
農政部 

【問い合わせ先】 

農政部農地整備課 TEL 026-235-7241 

 

キ 林道の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

林道施設の 

復旧支援 

＜再掲＞ 

１(3)ウ(ｲ)に記載のとおり 
林務部 

【問い合わせ先】 

林務部信州の木活用課林道係 TEL 026-235-7268 

各地域振興局 林務課 
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ク 治山対策を早期に実施します。 

項目 取組内容 担当部局 

治山対策の 

早期実施 
山腹崩壊や荒廃渓流箇所に対し再度災害を防止するため対策工事を実施

します。 

【補助公共事業費  11月補正予算  1,260,000千円】 

【県単独公共事業費 11月補正予算   170,000千円】 

林務部 

 

【問い合わせ先】 

林務部森林づくり推進課 TEL 026-235-7271 

 

ケ 交通安全施設を早期に復旧します。 

項目 取組内容 担当部局 

交通安全施設の 

早期復旧 
・被害を受けた交通信号機の仮復旧を実施しました。今後、本格的な復旧

事業を実施します。 

・損壊した交通規制標識の早期復旧に向け状況を調査しています。 

【11月補正予算  83,684千円】 

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

警察本部警務課 TEL 026-233-0110 

 

 

 (3) 公共施設等の復旧 

ア 県有施設を早期に復旧します。 

項目 取組内容 担当部局 

県立総合リハビリ

テーションセンタ

ーの復旧 

浸水被害を受けた設備・機器等の復旧に取り組み、早期の診療・利用再開

を目指します。 

・他病院や自宅へ避難した入院患者・入所者に対し、医師や看護師等によ

り、ニーズに沿った対応を実施しています。 

・身体障害者手帳の発行や補装具判定等を行う更生相談室の業務を再開し

ました。（令和元年10月16日から） 

・義肢装具所の業務を一部再開しました。（令和元年11月６日から） 

・再来患者のみ外来診療を再開しました。（令和元年11月11日から） 

【11月補正予算  765,933千円】 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部障がい者支援課 TEL 026-235-7103 

県障がい者福祉 

センターの復旧 
浸水被害を受けた施設・設備等の復旧に取り組み、早期の利用再開を目指

します。 

・事務所機能は２階で業務を再開しています。 

・北信地域の出張スポーツ教室「サンスポートながの」を再開しました。 

（令和元年11月９日から） 

【11月補正予算  228,703千円】

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部障がい者支援課 TEL 026-235-7103 

県営住宅の 

早期復旧 

被災した県営住宅の入居者が、安心して暮らせるよう早期に復旧を行いま

す。 

（10月16日以降応急対策、11月１日以降改修工事着手） 

【11月補正予算  322,907千円】

建設部 

 

【問い合わせ先】 

 建設部公営住宅室 TEL 026-235-7340 
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県立学校の 

早期復旧 
被害状況を把握し、学校施設の応急的な修繕を行うとともに、復旧事業を

実施します。 

○対象施設 県立高等学校、県立特別支援学校 

○被害状況 屋根破損、雨漏り等 

○その他 10月21日 全ての学校で授業再開 

【11月補正予算  98,350千円】 

教育委員会 

 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局高校教育課 TEL 026-235-7428  

教育委員会事務局特別支援教育課 TEL 026-235-7432 

警察施設 被害を受けた警察署、交番等の復旧を行います。 

【11月補正予算  142,541千円】 

警察本部 

 

【問い合わせ先】 

 警察本部警務課 TEL 026-233-0110 

県有施設の 

浸水対策 
ハザードマップ上の浸水想定区域に立地する県有施設の浸水対策に取り

組みます。 

危機管理部 

総務部 

建設部 

 【問い合わせ先】 

 危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7184 

 総務部財産活用課 TEL 026-235-7083 

 建設部施設課 TEL 026-235-7342 

 

イ 医療施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

医療施設の 

復旧支援 

被災した医療機関の復旧事業に係る国の補助について助言します。 

・補助対象施設のうち、補助金活用意向を示した医療機関の被害状況につ

いて取りまとめ、国へ報告しました。 

・補助金の交付を受けるために必要な手続きを進めています。 

○対象 公的医療機関、政策医療実施機関 

○その他 被災設備・備品も補助対象とするよう国へ要望しています。 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部医療推進課 TEL 026-235-7131 

 

ウ 高齢者福祉施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

高齢者福祉施設の 

復旧支援 

復旧工事について、国の災害復旧の制度に基づき、国と市町村(長野市除

く)・事業者との調整を行い、早急に復旧できるよう支援します。 

○対象施設 高齢者福祉施設 

○その他 

・市町村に対し被災施設あて補助要望額を調査しているほか、施設への

訪問、復旧の相談等を実施しました。 

・被災設備・備品も補助対象とするよう国へ要望しています。  

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部介護支援課 TEL 026-235-7113 
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エ 障がい者福祉施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

障がい者福祉施設

の復旧支援 

復旧工事について、国の災害復旧の制度に基づき、国と事業者との調整を

行い、早期に復旧できるよう支援します。 

・被災施設への訪問、復旧の相談等を実施しました。 

・被災設備・備品も補助対象とするよう国へ要望しています。 

健康福祉部 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部障がい者支援課 TEL 026-235-7149 

 

 

オ 児童福祉施設の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

児童福祉施設の 

復旧支援 
復旧工事について、国の災害復旧の制度に基づき、国と市町村・事業者と

の調整を行い、早期に復旧できるよう支援します。 

・代替施設への訪問、復旧の相談等を実施しています。 

・原形復旧を伴わない仮設園舎の建設及び独立した被災設備や備品も補助

対象とするよう国へ要望しています。 

○対象施設 

 保育所、放課後児童クラブ等 

県民文化部 

 

【問い合わせ先】 

 県民文化部こども・家庭課 TEL 026-235-7095 

 

 

カ 教育・社会教育施設（学校、社会教育施設、文化財等）の早期復旧を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

私立学校の 

復旧支援 
私立学校の被害状況を把握し、施設災害復旧の制度に基づき早期復旧がで

きるよう、国との連絡調整など、学校による災害復旧業務の支援を行いま

す。 

○対象施設 被害のあった私立学校 

○被害状況 校舎浸水、屋根の破損等 

県民文化部 

 

【問い合わせ先】 

 県民文化部私学振興課 TEL 026-235-7058 

公立小・中学校の 

復旧支援 
被害状況を把握し、復旧事業に係る国の補助について、市町村に助言を行

います。 

○対象施設 市町村（学校組合）立小中、義務教育学校 

○被害状況 校舎浸水、雨漏り等 

○その他 

・文部科学省防災担当職員による復旧事業制度説明及び国庫補助に係る事

前協議を長野市において開催（10月29日） 

・11月6日 全ての公立小・中学校で授業再開（一部近隣の学校を使用） 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局義務教育課 TEL 026-235-7424 
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社会教育施設の 

復旧支援 
市町村が実施する復旧工事について、災害復旧の制度に基づき早期復旧が

できるよう、国との連絡調整などを支援します。 

○対象施設 公民館、図書館等 

○被害状況 建物被害、機器損壊等 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局文化財・生涯学習課 TEL 026-235-7439 

被災した文化財の 

修理支援 
国・県指定等文化財について、被害状況を把握し、修理方法等の助言を行

うとともに、修理費用の一部を補助します。 

○対象施設 国・県指定等文化財 

○被害状況 建造物の漆喰壁剥落、浸水被害等 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局文化財・生涯学習課 TEL 026-235-7441  

社会体育施設の 

復旧支援 
市町村が実施する復旧工事について、災害復旧の制度に基づき早期復旧が

できるよう、国との連絡調整などを支援します。 

○対象施設 体育館、プール等 

○被害状況 土砂流入、屋根の破損等 

教育委員会 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局スポーツ課 TEL 026-235-7447 
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３ 市町村への支援 

被災市町村では、災害発生直後から平時とは異なる膨大な取組を行わなければなりません。

災害時の円滑な業務遂行のため、国や県内外の自治体、関係機関からの応援の受入れやり災

証明書の発行業務など、多岐にわたる業務を総合的に支援します。 

 

(1) 長野県災害対策本部に「被災者生活再建支援チーム」を設置し、市町村の取組を総合的

かつ円滑に支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

被災者生活再建

支援チーム 

＜再掲＞ 

１(1)イに記載のとおり 
危機管理部 

【問い合わせ先】 

災害対策本部被災者生活再建支援チーム TEL 026-269-0754 

 

 

(2) 国や他県等と連携した人的支援により、被災市町村の体制強化を支援します。 

項目 取組内容 担当部局 

被災市町村の 

体制強化 

（短期） 

被災市区町村応援職員確保システム（総務省）の活用や他県等からの派遣

受入れ等により、被災市町村の体制強化を支援します。 

危機管理部 

【問い合わせ先】 

危機管理部危機管理防災課 TEL 026-235-7408 

被災市町村の 

体制強化 

（中長期） 

他県等からの中長期の職員派遣（自治法）により、被災市町村の体制強化

を支援します。 

・被災市町村から令和元年度・２年度の職員派遣のニーズを把握した上で、

県内及び中部ブロックで調整。不足する分については、総務省を通じて

全国の自治体に派遣を要請中です。 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

企画振興部市町村課 TEL 026-235-7062 

 

 

(3) 被災市町村の財政負担を軽減するための支援を行います。 

項目 取組内容 担当部局 

市町村財政に 

関する助言、 

情報提供等 

特別交付税の配分や災害復旧事業等に係る予算の確保など特段の財政措

置について、国に要請しています。 

 

普通交付税の繰上げ交付（11月分を10月に交付）を行いました。 

 

被災市町村の実施事業への地方債の活用及び被災された方々に対する税

制上の支援措置について助言します。 

・国の予備費の使用に関する地方債・特別交付税の説明会を開催しました。

（11 月 25 日、29 日） 

企画振興部 

【問い合わせ先】 

 企画振興部市町村課財政係 TEL 026-235-7066 

          税制係 TEL 026-235-7068 
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４ 国の特例措置の活用等 

 「非常災害」「激甚災害」指定による国の代行事業や補助率の嵩上げなどの特例

措置を積極的に活用します。 

県及び市町村の財政負担の軽減をはじめ必要な措置について国に強く要請した

結果、「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」（11/7発表）に多くの

取組が盛り込まれました。 

引き続き、必要な措置について国に要請します。 

 

○１日も早い住民生活の再建に向け、できる限り手厚い支援措置が受けられるよ
う、復興と被災者支援に必要な人材派遣や財政措置、制度改正、災害廃棄物の
処理への支援等について国に要請しています。 

 

 

 

 

５ 今後の復興に向けた考え方 

被災された方々が１日でも早く日常生活を取り戻すことができるよう、また、明

日への希望を持って安心して地域に暮らし続けられるよう、国・市町村をはじめと

する関係機関と連携・協力して、最善・最速での復旧・復興に全力で努めます。 

○復興にあたっては、市町村をはじめ関係者のご意見を踏まえ、防災施設の機能
向上を図るなど、「より良い復興(Build Back Better)」※の観点を持って取り
組みます。 

○再度の災害発生を防ぐとともに、河川整備の促進と抜本的な治水対策を進める
ため、千曲川、犀川及び天竜川について国による一元管理を要請します。 

○農林業や商工業、観光業など産業の振興を図り、地域経済の活力を取り戻すた
めの支援を積極的に行います。 

○確かな暮らしの基盤となる地域コミュニティの維持・再生と地域防災力の向上
に取り組む市町村を支援します。 

    ※「より良い復興（ビルド・バック・ベター）」とは、災害の発生後の復興段階において、次の災害発生に備

えて、より災害に対して強靱な地域づくりを行うという考え方である。 

（平成 27 年版「防災白書」より） 

 



 
 



令和元年台風第19号災害による被災者の生活再建のための支援の概要

被災時の
住まい ⾃⼰所有の⼾建て・マンション

被害の程度

応急修理
する

被災者生活
再建支援

制度

被災者生活
再建支援

制度

(基礎支援⾦)

(加算支援⾦)
再建方法
に応じた
支援

大規模半壊 半壊 一部損壊
（準半壊）

一部損壊
（10%未満）

※市町村発注による応急修理全壊でも修理して住み
続ける場合は対象です

50万円
単身世帯
37.5万円

新たに住宅を
建設・購入
200万円
単身世帯
150万円

元の住宅を
補修

100万円
単身世帯
75万円

賃借
（⺠間）
50万円
単身世帯
37.5万円

信州被災者生活
再建支援制度

50万円
単身世帯
37.5万円

100万円
単身世帯
75万円

一旦住宅を賃借した後、⾃ら居住する住宅を
建設・購入（補修）する場合は、
• 賃借時に50万円（単身世帯は37.5万円）
• 建設・購入（補修）時に差額の150（50）万円

（単身世帯は112.5（37.5）万円）
を支給します

（⾃ら発注する修理は対象外です）

県による災害⾒舞⾦

原則発災後
１か月以内

発災後
13か月以内

に申請

被災
（R1.10.12）

応急修理を実施した場合、
応急仮設住宅への入居や
公費解体の併用はできません。

災害による危険な状態が継続し、
⻑期避難となった場合は、全壊と
同様に扱います

（注２）

令和元年11月12日現在

※

詳しくは、⻑野県危機管理防災課
又は

お住いの市町村 まで
（TEL:026-235-7408）

発災後
37か月以内
に契約し申請

県・市町村共同による
独⾃支援
（県1/2・市町村1/2）

※

公営住宅に入居している場合は、
加算支援⾦の対象外です

・敷地修復のために解体せざるを得ない
・修繕費が著しく高額となる場合 等

やむをえない事情で解体しなければ
ならなくなった場合は、全壊と同様
に扱います

（注１）

全壊

最大30万円分

５万円

床上浸水を対象に

５万円
市町村独⾃の⾒舞⾦

最大59.5万円分

+
県・市町村あわせて10万円

応急措置

生活再建へ

半壊以上の被災家屋等について、生活環境保全上の支障があるときは、
市町村が事業主体となり解体・撤去(公費解体)する場合があります。

別紙１



被災時の
住まい 賃貸住宅（貸家・アパート等）

被害の程度

被災者生活
再建支援

制度

被災者生活
再建支援

制度

(基礎支援⾦)

(加算支援⾦)

再建方法
に応じた
支援

大規模半壊 半壊 一部損壊
（準半壊）

一部損壊
（10%未満）

50万円
単身世帯
37.5万円

新たに住宅を
建設・購入
200万円
単身世帯
150万円

賃借
（⺠間）
50万円
単身世帯
37.5万円

信州被災者生活
再建支援制度

50万円
単身世帯
37.5万円

100万円
単身世帯
75万円

一旦住宅を賃借した後、⾃ら居住する住宅を
建設・購入する場合は、
• 賃借時に50万円（単身世帯は37.5万円）
• 建設・購入時に差額の150万円

（単身世帯は112.5万円）
を支給します

発災後
13か月以内

に申請

被災
（R1.10.12）

災害による危険な状態が継続し、
⻑期避難となった場合は、全壊と
同様に扱います

（注２）

※

詳しくは、⻑野県危機管理防災課
又は

お住いの市町村 まで
（TEL:026-235-7408）

発災後
37か月以内
に契約し申請

県・市町村共同による
独⾃支援
（県1/2・市町村1/2）

公営住宅に入居している場合は、
加算支援⾦の対象外です

貸主の意向で被災住宅が解体さ
れた場合は、全壊と同様に扱いま
す

（注１）

全壊

賃貸住宅の補修を⾏う
場合は、貸主が⾏うことが原則

被災時の賃貸住宅
に引き続き住み続け
た場合も対象

県による災害⾒舞⾦
５万円

床上浸水を対象に

５万円
市町村独⾃の⾒舞⾦

+
県・市町村あわせて10万円

生活再建へ



 

 
県税の減免制度について 

 
 

１ 自動車税(種別割)（「軽自動車税(種別割)」は市町村にお問い合わせください。） 
             （ケース１）           （ケース２） 

どんなとき 
 

自動車が使用できなくなったとき 

自動車の修繕が必要なとき 
（「修繕費」が「災害直前の自動車の価額」の

１５％以上の場合に限ります。） 

減免等の内容 

使用できなくなった日の翌月以降の

自動車税(種別割)を月割で減額 

自動車税(種別割)について減免額は 

 

＝ 

   修 繕 費  
災害直前の 

自動車の価額 
注：減免額は、税額の50％が上限。 

提出する書類 

・自動車現況申立書 

・被災事実を証明できる書類 

・被災事実を証明できる書類 

・自動車修理業者の修繕費の見積書 

・修繕費に補填される保険金等の書類 

・災害直前の自動車の価額に関する書類 

持参するもの 印鑑（認め印可） 

申請期限 速やかに申請してください。 「災害のやんだ日」から３０日以内 

その他 

この申請をしなくても、自動車を抹

消したときは、抹消した日の翌月以

降の自動車税(種別割)は自動的に 

月割で減額されます。 

・「災害直前の自動車の価額」は帳簿価格 

又はこれに準じ県が定める額です。 

・修繕費に補填される保険金等がある場合 

は、修繕費から保険金等を控除します。 

 

 

２ 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)・自動車取得税 
            （ケース１）           （ケース２） 

どんなとき 
使用できなくなった自動車の代替自動車

を取得したとき 

車両登録日から１月以内に自動車が

滅失したとき 

減免の内容 

「災害のやんだ日」から３ヶ月以内に取

得した自動車について、減免額は 
全額を減免 

＝ 被災自動車の 
被災直前の価額 

× 代替自動車に
適用する税率 

提出する書類 
・被災事実を証明できる書類 

・自動車の抹消登録証明書（抹消登録ができない場合は、ご相談ください。） 

持参するもの 印鑑（認め印可） 

申請期限 代替自動車の車両登録日から３０日以内 「災害のやんだ日」から３０日以内 

 
<注意>・被災事実を証明できる書類は、市町村長等の証明書。これらの証明書を受けることができな

い場合は、ご相談ください。 

・「災害のやんだ日」はお問い合わせください。 

 

 

別紙２ 

× 

令和２年度 

の自動車税 

(種別割) 



３ 個人事業税  

              （ケース１）           （ケース２） 

どんなとき 

災害による事業用資産の損害金額が、

被災者の事業用資産の価格の２分の１

以上である場合。 

災害による住宅等資産の損害金額が、被

災者の当該資産の価格の２分の１以上

である場合。 

減免の内容 

（事業所得）      （減免割合） 

５００万円以下       ⇒ 全  額 

５００万円超７５０万円以下 ⇒ １０分の５ 

７５０万円超１０００万円以下⇒ １０分の３ 

（合計所得金額）    （減免割合） 

５００万円以下      ⇒ １０分の５ 

５００万円超７５０万円以下⇒ １０分の２.５ 

７５０万円超１０００万以下⇒ １０分の１.５ 

提出する書類 

・ 減免申請書（県規則様式第５１号） 

・ 被災事実を証明できる書類 

・ 被災前・被災後の資産の価格を証する書類（当該資産にかかる帳簿の写し、

修繕等に係る見積書又は請求書の写し等） 

・ 損害額に補填される保険金等がある場合は、その額を確認できる書類 

持参するもの 印鑑（認め印可） 

申 請 期 限 損害を受けた日から30日以内 損害を受けた日から 30 日以内 

 <注意>・被災事実を証明できる書類は、市町村長等の証明書。これらの証明書を受けることができ

ない場合は、ご相談ください。 

 

４ 不動産取得税（「固定資産税」は市町村にお問い合わせください。） 

              （ケース１）           （ケース２） 

どんなとき 

災害により滅失又は損壊した不動産に代

わるものとして滅失又は損壊した日から

３年以内に不動産を取得したとき 

（※取得不動産の代替性の認定を行います。） 

不動産を取得した日から１ヶ月以内

に災害により滅失又は損壊したとき 

減免の内容 
被災不動産の価格に応じて一定額（固定資産課税台帳の登録価格のうち被災部分

に応じた価格）を免除 

提出する書類 
・市町村長、消防署長等の罹災証明書 

・被災不動産の登録価格の証明書 

持参するもの 印鑑（認め印可、法人の場合は代表者印） 

申 請 期 限 取得した代替不動産の納期限まで 被災した不動産の納期限まで 

 ※「代替性の認定」は、災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものとして知事が認める不動産

を取得した場合を言います。具体的には、被災不動産と同程度の不動産であることを原則とします。 

  （住宅→住宅、店舗→店舗、工場→工場または工場→倉庫等） 

  「代替性の認定」の詳細についてはお問い合わせください。 

 

申請・お問合せ先（北信、上田、諏訪、飯田、木曽、大町の地域事務所でも受け付けています。） 

申請・問合せ先 電話（直通） 所在地 

総合県税事務所 026-234-9505 〒380-0836 長野市大字南長野南県町 686-1 

東信県税事務所 0267-63-3135 〒385-8533 佐久市跡部 65-1 

南信県税事務所 0265-76-6805 〒396-8666 伊那市荒井 3497 

中信県税事務所 0263-40-1905 〒390-0852 松本市大字島立 1020 

県庁総務部税務課 026-235-7046 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下 692-2 

 



 

県税の申告等の期限の延長の指定別途地域一覧 

  

都道府県名 指定地域 

長野県 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、

上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ

井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、

篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠

ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒

沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊

野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀

南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、

松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、

松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町

牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、

若穂川田、若穂保科、若穂綿内 

千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、

上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、

新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮 

岩手県 久慈市、下閉伊郡普代村 

宮城県 角田市、伊具郡丸森町 

福島県 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡

石川町 

茨城県 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、

上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野

町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁

目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、

吉沼町、若宮町、渡里町 

久慈郡大子町 

栃木県 栃木市 

佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申

塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目ま

で、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、

船津川町、免鳥町 
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令和元年12月20日現在
（下線箇所の手数料等を追加）　

　■　対象者    ：令和元年台風第19号により被災した県民及び事業者等

　■　適用期間  ：令和元年10月12日から令和２年３月31日まで

　　　　　　　　　（生活の再建や事業再開の状況に応じて期間を延長する場合があります。）

　　　　　　　　　（既に納付された手数料等については、還付を行います。）

　■　その他　  ：このほかの手数料等の取扱いについては、総務部財政課までお問い合わせください。

１　免許証等の再交付に係るもの

手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

消防課

(026-235-7182)

消防課

(026-235-7182)

こども・家庭課

(026-235-7098)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

危険物取扱者免状の再交付 1,900円/件 全額

消防設備士免状の再交付 1,900円/件 全額

保育士登録証の再交付 1,100円/件 全額

准看護師免許証の再交付 4,200円/件 全額

栄養士免許証の再交付 3,700円/件 全額

受胎調節実地指導員指定証の再交付 2,800円/件 全額

受胎調節実地指導員標識の再交付 2,600円/件 全額

クリーニング師免許証の再交付 3,500円/件 全額

調理師免許証の再交付 3,700円/件 全額

製菓衛生師免許証の再交付 3,600円/件 全額

診療エックス線技師免許証の再交付 4,300円/件 全額

旧助産婦謄本の交付 4,400円/件 全額

旧保健婦・看護婦免状の再交付 4,200円/件 全額

　令和元年台風第19号により被災された方を対象に、免許証の再交付、証明書の交付、証明書類の記載事項の書
換え、許可などに関する手数料等のうち、生活の再建や事業再開に不可欠なものについて減免を行います。

令和元年台風第19号災害の被災者に対し減免を行う手数料等の一覧

長野県総務部財政課資金係
電 話 026-235-7042（直通）
ＦＡＸ 026-235-7475
電子メール zaisei@pref.nagano.lg.jp

別紙４



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

介護支援課

(026-235-7121)

介護支援課

(026-235-7121)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

介護支援専門員証の再交付 1,700円/件 全額

認定特定行為業務従事者認定証の再交付 800円/件 全額

大麻取扱者免許証の再交付 3,300円/件 全額

毒物及び劇物取締法施行令第36条第１項の規定
による登録票の再交付

4,000円/件 全額

向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付 2,800円/件 全額

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻
薬管理者又は麻薬研究者の免許証の再交付

2,800円/件 全額

向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許
証の再交付

2,800円/件 全額

覚せい剤施用機関、覚せい剤研究者、覚せい剤
原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定証の
再交付

2,800円/件 全額

覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚
せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者
の指定証の再交付に係る経由

2,900円/件 全額

医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する
配置販売従事者の身分証明書の再交付

2,900円/件 全額

販売従事登録証の再交付 3,000円/件 全額

薬局開設の許可証の再交付 2,900円/件 全額

医薬品等の製造販売業の許可証の再交付 2,900円/件 全額

医薬品等の製造業の許可証の再交付 2,900円/件 全額

医療機器等の製造販売業の許可証の再交付 2,900円/件 全額

医療機器等の製造業の登録証または医療機器の
修理業の許可証の再交付

2,900円/件 全額

再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付 2,900円/件 全額

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業
若しくは貸与業又は再生医療等製品の販売業の
許可証のの再交付

2,900円/件 全額

火薬類製造保安責任者免状、火薬類取扱保安責
任者免状の再交付（県所管のもの）

2,400円/件 全額

高圧ガス販売主任者免状の再交付 2,400円/件 全額

高圧ガス製造保安責任者免状の再交付 2,400円/件 全額

液化石油ガス設備士免状の再交付 2,300円/件 全額



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

人材育成課

(026-235-7202)

人材育成課

(026-235-7202)

山岳高原観光課

(026-235-7251)

国際観光推進室

(026-235-7252)

鳥獣対策・ジビエ振興室

(026-235-7273)

鳥獣対策・ジビエ振興室

(026-235-7273)

鳥獣対策・ジビエ振興室

(026-235-7273)

建築住宅課

(026-235-7331)

建築住宅課

(026-235-7335)

高校教育課

(026-235-7429)

文化財・生涯学習課

(026-235-7441)

 警察本部生活安全企画課

(026-233-0110)

 警察本部東北信運転免許課

(026-292-2345)

 警察本部東北信運転免許課

(026-292-2345)

２　証明書等の交付に係るもの

手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

税務課

(026-235-7046)

税務課

(026-235-7048)

市町村課

(026-235-7063)

こども・家庭課

(026-235-7098)

電気工事士免状の再交付 2,700円/件 全額

電気工事業の登録証の再交付 2,200円/件 全額

計量証明事業の登録証の訂正又は再交付 1,850円/件 全額

技能検定合格証書の再交付 2,000円/件 全額

職業訓練指導員免許の再交付 2,000円/件 全額

信州登山案内人登録証の再交付 1,300円/件 全額

全国通訳案内士登録証の再交付 4,200円/件 全額

狩猟免状の再交付 1,000円/件 全額

狩猟者登録証の再交付 1,100円/件 全額

狩猟者記章の再交付 1,000円/件 全額

宅地建物取引士証の再交付 4,500円/件 全額

二級・木造建築士免許の再交付 5,900円/件 全額

教育職員免許の再交付 1,200円/件 全額

銃砲刀剣類登録証の再交付 3,500円/件 全額

銃砲刀剣類所持許可証の再交付
　(狩猟又は有害鳥獣駆除の用途の所持限定)

1,900円/件 全額

運転免許証の再交付(第１種・２種) 3,500円/件 全額

運転免許証の再交付(仮免許) 1,150円/件 全額

納税証明書の交付 400円/件 全額

軽油引取税に係る免税軽油使用者証明書の交付 400円/件 全額

行政書士試験合格証明書の交付 400円/件 全額

保育士試験合格証明書の交付 400円/件 全額



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

健康福祉政策課

(026-235-7092)

保健・疾病対策課

(026-235-7109)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

都市・まちづくり課

(026-235-7297)

 警察本部交通規制課

(026-233-0110)

 警察本部交通規制課

(026-233-0110)

３　免許証等の書換え等に係るもの

手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

こども・家庭課

(026-235-7098)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

医療推進課

(026-235-7142)

介護支援課

(026-235-7121)

国際観光推進室

(026-235-7252)

 警察本部生活安全企画課

(026-233-0110)

４　許可等に係るもの

手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

国際課

(026-235-7173)

銃砲刀剣類所持許可証の書換え
　(狩猟又は有害鳥獣駆除の用途の所持限定)

1,800円/件 全額

一般旅券（パスポート）の交付
（国収入印紙分除く）

2,000円/件 全額

介護支援専門員証の書換え 1,700円/件 全額

全国通訳案内士登録証の登録事項の変更 4,200円/件 全額

診療エックス線技師免許証の書換え 3,800円/件 全額

旧保健婦・看護婦免状の書換え 3,500円/件 全額

調理師免許証の書換え 3,300円/件 全額

製菓衛生師免許証の書換え 2,900円/件 全額

受胎調節実地指導員指定証の訂正 2,400円/件 全額

クリーニング師免許証の訂正 3,000円/件 全額

保健所が行う各種証明書の交付 1,300円/枚 全額

長野県精神保健福祉センターが行う各種証明書
の交付

1,300円/枚 全額

計量証明事業登録簿謄本の交付 800円/件 全額

開発行為又は建築に関する証明（都市計画法施
行規則第60条の規定によるもの）

1,500円/件 全額

自動車保管場所証明の交付 2,100円/件 全額

全額

自動車保管場所標章の交付 500円/件 全額

栄養士免許証の書換え 3,300円/件 全額

保育士登録証の書換え 1,600円/件 全額

准看護師免許証の書換え 3,500円/件



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

医療推進課

(026-235-7145)

医療推進課

(026-235-7145)

医療推進課

(026-235-7145)

医療推進課

(026-235-7145)

食品・生活衛生課

(026-235-7155)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7153)

食品・生活衛生課

(026-235-7154)

食品・生活衛生課

(026-235-7154)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

覚せい剤原料取扱者指定の申請に対する審査 12,000円/件 全額

覚せい剤原料研究者指定の申請に対する審査 4,100円/件 全額

覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の
申請に対する審査

4,100円/件 全額

覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚
せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者
の指定の申請に係る経由

17,600円/件 全額

毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審
査

15,400円/件 全額

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請
に係る経由

20,700円/件 全額

温泉の利用の許可の申請に対する審査 35,000円/件 全額

毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請
に対する審査

28,600円/件 全額

特定動物の使用又は保管の許可 21,000円/件 全額

大麻取扱者免許の申請に対する審査 6,900円/件 全額

興行場法に基づく営業の許可 23,000円/件 全額

第一種動物取扱業の登録等の申請 4,200円～16,000円/件 全額

旅館業法に基づく営業の許可 23,000円/件 全額

公衆浴場法に基づく営業の許可 23,000円/件 全額

美容所の開設に係る検査 17,000円/件 全額

クリーニング所の開設に係る検査 17,000円/件 全額

食品衛生法に基づく営業の許可 5,800円～21,000/件 全額

理容所の開設に係る検査 17,000円/件 全額

病院使用前の検査 45,000円/件 全額

診療所使用前の検査 23,000円/件 全額

病院開設許可 43,000円/件 全額

診療所開設許可 19,000円/件 全額



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

化粧品の製造業（包装・表示・保管のみ）の許
可の申請に対する審査

29,400円/件 全額

薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に
対する審査

90円/件 全額

医薬部外品の製造業（包装・表示・保管のみ）
の許可の申請に対する審査

29,400円/件 全額

化粧品の製造業の許可の申請に対する審査 36,000円/件 全額

無菌医薬部外品の製造業の許可の申請に対する
審査

82,600円/件 全額

無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造業の許
可の申請に対する審査

36,000円/件 全額

医薬品の製造業（包装・表示・保管のみ）の許
可の申請に対する審査

47,700円/件 全額

薬局製造販売医薬品の製造に係る許可の申請に
対する審査

11,200円/件 全額

無菌医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 82,600円/件 全額

無菌医薬品以外の医薬品の製造業の許可の申請
に対する審査

72,100円/件 全額

厚生労働大臣が指定する医薬部外品以外の医薬
部外品製造販売業許可の申請に対する審査

71,500円/件 全額

化粧品製造販売業の許可の申請に対する審査 71,500円/件 全額

薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の申請に
対する審査

8,000円/件 全額

厚生労働大臣が指定する医薬部外品製造販売業
許可の申請に対する審査

90,100円/件 全額

第一種医薬品製造販売業の許可の申請に対する
審査

147,600円/件 全額

第二種医薬品製造販売業の許可の申請に対する
審査

138,400円/件 全額

向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対
する審査

4,100円/件 全額

薬局開設の許可の申請に対する審査 29,300円/件 全額

向精神薬卸売業者免許の申請に対する審査 15,300円/件 全額

向精神薬小売業者免許の申請に対する審査 4,100円/件 全額

麻薬卸売業者免許の申請に対する審査 15,300円/件 全額

麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻
薬研究者免許の申請に対する審査

4,100円/件 全額



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

薬事管理課

(026-235-7157)

建築住宅課

(026-235-7335)

建築住宅課

(026-235-7335)

建築住宅課

(026-235-7335)

建築住宅課

(026-235-7339)

建築住宅課

(026-235-7335)

建築住宅課

(026-235-7335)

建築住宅課

(026-235-7335)

都市・まちづくり課

(026-235-7297)

５　県機関に依頼する検査等に係るもの

手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

環境保全研究所

(026-227-0346)

ものづくり振興課

(026-235-7196)

工業技術総合センターへの依頼試験（繊維、木
工、機械金属、食品等に関する試験を依頼する
際の手数料）

300円～124,000円/件 全額

開発行為許可申請  9,000円～910,000円/件 全額

環境保全研究所への依頼試験又は検査（飲用水
等の環境・衛生に関する試験又は検査を依頼す
る際の手数料）

1,200円～93,000円/件 全額

仮設建築物建築許可申請  60,000円又は12,000円/件 全額

低炭素建築物新築等計画認定申請  4,000円/件～1,070,000円/件 全額

長期優良住宅建築等計画認定申請  1,000円～67,000円/件 全額

接道例外許認可  28,000円又は33,000円/件 全額

完了検査申請  11,000円～460,000円/件 全額

中間検査申請  15,000円～500,000円/件 全額

再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する
審査

29,000円/件 全額

建築確認申請  5,000円～610,000円/件 全額

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可
の申請に対する審査

29,000円/件 全額

医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 72,000円/件 全額

医薬品の販売業（動物用医薬品特例販売業を除
く）の許可の申請に対する審査

29,000円/件 全額

医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する
配置販売従事者の身分証明書の交付

7,100円/件 全額

医療機器等の製造業の登録の申請に対する審査 38,400円/件 全額

再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対
する審査

147,600円/件 全額

第三種医療機器製造販売業の許可の申請に対す
る審査

90,700円/件 全額

体外診断用医薬品製造販売業の許可の申請に対
する審査

138,400円/件 全額

第一種医療機器製造販売業の許可の申請に対す
る審査

147,600円/件 全額

第二種医療機器製造販売業の許可の申請に対す
る審査

138,400円/件 全額



手数料等の名称 金額 減免額
問い合わせ先
（電話番号）

ものづくり振興課

(026-235-7196)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

ものづくり振興課

(026-235-7133)

計量検定所の装置検査（タクシーメーターが基
準に合うか確認する際の手数料）

730円/件 全額

計量検定所の特定計量器検定（質量計、ガス
メーター、燃料油メーター等が基準に合うか確
認する際の手数料）

10円～80,000円/件 全額

計量検定所の基準器検査（検査に用いる基準と
なる分銅等を検査する際の手数料）

290円～76,800円/件 全額

工業技術総合センターの機械器具等貸付料（繊
維、木工、機械金属、食品等に関する試験機器
を利用する際の貸付料）

300円～15,000円/時間 全額



 
 



 

 

 

 

 

 

 


